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合計特殊出生率：1.41（計画期間中は、2020 年水準の 1.41 を維持） 

出生数：18 万人（2020～2024 年の５か年の合計） 

 

 

本県の合計特殊出生率は、平成28年をピークに下降のトレンドで推移しており、令和

５年は1.29となった。また、令和５年の本県の出生数は、32,615人と前年の33.565人か

ら950人減っていることから、最重要数値目標の達成に向けた取り組みを進める。 

 ○合計特殊出生率と出生数の推移（兵庫県） 

 

◆基本理念 

安心して子育てできる兵庫の実現 

重点テーマ  ～若者が就業・結婚・子育てに夢を持てる兵庫～ 

 

◆目標 

 

結婚、妊娠・出産、子育ての希望が叶う環境づくり 

仕事と生活が調和し、男女がともに職場や家庭で活躍できる社会づくり 

子どもが健やかに育つ安全・安心な社会づくり 

関連指標 

最重要数値目標 

出典：厚生労働省「人口動態統計」（Ｒ４までは確定数、Ｒ５は概数） 
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兵庫県子ども・子育て会議において、ひょうご子ども・子育て未来プランの推進状況

を調査審議し、PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルにより継続的に同プランを評価、

検証するに当たって、最重要数値目標である「合計特殊出生率・出生数」の達成に重要

な鍵を握る３つの数値目標を重要数値目標、その達成に向けた取り組みを重要取組と定

め、施策の成果を確認するために、関連指標の動向を注視していく。 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                              ※（ ）内は、関連指標 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要取組１ 若者に選ばれる地域づくり 

１ 若者に選ばれる地域づくり  

      20～30 代女性の転出・転入均衡（2024 年） 

 

２ 結婚・妊娠・出産を応援する環境づくり 

      婚姻件数：27,000 件（2024 年） 

 

３ 子育てしやすい社会づくり 

      待機児童数：０（2020～2024 年） 

重要数値目標・重要取組 

県内大学卒業者の約７割が就職時に県外転出している現状を改善し、若い世代が地元で

働き、結婚し、子どもを産み育てることに魅力を感じられる取り組みが必要です（人口移

動状況）。 

若者が希望する職種や労働条件等とのミスマッチをなくし、社会人としての基盤を築く

大切な時期に良質な仕事に就き、安定した収入が得られるよう、仕事の創出・拡大など若

者雇用対策に取り組むとともに、キャリア形成に至るまでの総合的なライフプラン教育を

実施し、地元で希望どおりの豊かな生活が実現できる環境を整備します（若者の就業率、

就職率、新規学卒者の離職率、若者の正規雇用者の割合、若者の平均年収）。特に就職や

結婚による移動が顕著な 20～30 代女性に、家族を持ち子育てする場所に兵庫県が選ばれ

るよう努め、女性の人口減少を緩やかにします（20 代、30 代の女性人口）。 
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(1)人口移動状況（兵庫県、日本人） 

 

◆転入・転出者数（兵庫県、日本人）    （総務省：住民基本台帳人口移動報告） 

 

 

◆年代構成別（兵庫県、日本人）    （総務省：住民基本台帳人口移動報告） 

（単位：人） 

区分 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
差引 

2023-2016 

20 代男性 △3,774 △3,760 △4,086 △4,208 △5,135 △4.845 △4.814 △4.908 △1,134 

20 代女性 △1,969 △2,231 △2,604 △2,890 △3,697 △3,117 △3,513 △3,670 △1,701 

30 代男性 △518 △282 57 △47 63 96 294 79 ＋597 

30 代女性 △436 △412 △84 △495 △89 184 45 205 ＋641 

20～30 代計 △6,697 △6,685 △6,717 △7,640 △8,858 △7.682 △7.988 △8.294 △1,597 

20～30代以外 △63 28 629 380 1,335 1,462 1,998 1,290 + 1,353 

総数 △6,760 △6,657 △6,088 △7,260 △7,523 △6,220 △5,990 △7,004 △244 

※△は転出超過 

 

  

関連指標 

△ 2,643

＋1,234

△ 1,295

△ 5,214
△ 7,092

△ 7,409
△ 6,760

△ 6,657
△ 6,088

△ 7,260
△ 7,523

△ 6,220
△ 5,990

△ 7,004
△ 10,000

△ 5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

転入超過数（Ａ－Ｂ） 右軸

転入者数（Ａ） 左軸

転出者数（Ｂ） 左軸



4 

 

(2)若者の就業率 

◆ 総人口のうち有業者の率（兵庫県、25-39 歳）            （就業構造基本調査） 

区 分 H19(2007) H24(2012) H29(2017) R4(2022) 

有業者（人） 887,700 783,100 708,400 675,300 

総人口（人） 1,145,400 1,022,000 864,700 797,400 

割合（％） 77.5 76.6 81.9 84.7 

 

(3)若者の就職率 

◆ ３月卒業者の就職状況                      （兵庫労働局調べ） 

区 分 
H28

（2016） 

H29

（2017） 

H30

（2018） 

H31

（2019） 

R2

（2020） 

R3

（2021） 

R4

（2022） 

R5

（2023） 

大学（％） 94.0 94.5 94.6 94.3 93.5 93.5 95.2 96.7 

短期大学（％） 93.0 94.1 95.3 95.0 93.8 94.1 93.3 93.8 

※各年 4月 1日時点の数値 

 

 (4)新規学卒者の離職率 

◆ 就業経験者のうち転職就業者、離職非就業者の率（25-29 歳）（就業構造基本調査） 

区 分 H19(2007) H24(2012) H29(2017) R4(2022) 

転職就業者、離職非就業者（人） 157,000 136,100 108,300 101,300 

就業経験者（人） 307,500 272,400 238,600 234,800 

割合（％） 51.1 50.0 45.4 43.1 

※就業経験者＝「総数」－「就業未経験者」 

 

◆ 新規学卒者の卒業後３年以内離職率（全国）       （厚生労働省調べ） 

区 分 
H30 

(H27.3 卒) 

H31 

(H28.3 卒) 

R2 

(H29.3 卒) 

R3 

(H30.3 卒) 

R4 

(H31.3 卒) 

R5 

(R2.3 卒) 

大学（％） 31.8 32.0 32.8 31.2 31.5 32.3 

高校（％） 39.3 39.2 39.5 36.9 35.9 37.0 

 

(5)若者の正規雇用者の割合 

◆ 雇用者（役員除く）のうち正規雇用者の率（兵庫県、25-39 歳）(就業構造基本調査） 

区 分 H19(2007) H24(2012) H29(2017) R4(2022) 

正規の職員・従業者（人） 585,300 532,400 490,200 482,500 

会社などの役員を除く雇用者（人） 813,400 732,300 664,400 636,300 

割合（％） 72.0 72.7 73.8 75.8  

※「正規の職員・従業者」とは「一般職員又は正社員などと呼ばれている者」 
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 ◆ 年齢階層別の非正規雇用者の割合（兵庫県）  

 

(6)若者の平均年収 

◆ 雇用者構成（25-39 歳）                                 （就業構造基本調査） 

区 分 H19 H24 H29 R4 

300 万円以上（％） 53.4 58.7 53.4 57.5 

 

◆ 雇用形態別所定内給与額（賞与等除く）       （令和５年賃金構造基本統計調査） 

区 分 25-29 歳 30-34 歳 35-39 歳 40-44 歳 45-49 歳 

正社員・正職員 263.6 千円 294.1 千円 327.0 千円 354.6 千円 374.5 千円 

正社員・正職員以外 216.4 千円 221.4 千円 220.5 千円 220.6 千円 217.7 千円 

 

◆ 雇用者の構成（25-39 歳、収入階級別）          （就業構造基本調査） 
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年齢階層別の非正規雇用者の割合（兵庫県）（％）

出典：就業構造基本調査
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 (7) 20 代、30 代の女性人口 

◆ 20 代、30 代の女性人口の推移（兵庫県）         （総務省：人口推計） 

  

 

 

※（ ）内は、関連指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)婚姻件数 

◆ 婚姻数の推移（兵庫県）       （厚生労働省：人口動態統計、R5は概数） 

重要取組２ 結婚・妊娠・出産を応援する環境づくり 

出会い、結婚に向けた支援をするとともに（婚姻件数、未婚率等）、安心して妊娠、出

産を迎えるための産前・産後のサポート環境を整えます。また、女性が妊娠をきっかけに

離職することのないよう、男性も育児休業を取得できる環境や、ワーク・ライフ・バラン

スを推進します（女性の就業率、育児休業取得状況）。 

関連指標 
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◆ 20 代、30 代の婚姻件数の年次推移（兵庫県）   （厚生労働省：人口動態統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 婚姻率（人口千対、兵庫県、全国） （厚生労働省：人口動態統計、R5 は概数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R5 婚姻率上位団体：①東京都 5.3 ②大阪府 4.5③愛知県、沖縄県 4.4、④神奈川県 4.3 

 

(2)未婚率等 

◆ 未婚率（25-39 歳男性）（兵庫県） （国勢調査） 

区 分 H17(2005) H22(2010) H27（2015） R2（2020） 

未婚（人） 258,265 244,084 209,138 174,449 

総数（人） 567,416 531,401 447,246 386,989 

割合（％） 45.5 45.9 46.8 45.1 

※総数は、配偶関係不詳を含む。以下同。 

◆ 未婚率（25-39 歳女性）（兵庫県） （国勢調査） 

区 分 H17(2005) H22(2010) H27（2015） R2（2020） 

未婚（人） 210,924 205,437 178,269 149,379 

総数（人） 596,338 555,028 464,779 400,233 

割合（％） 35.4 37.0 38.4 37.3 
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◆ 平均初婚年齢の推移（兵庫県）  （厚生労働省：人口動態統計確定数、R5 は概数） 

 

(3)女性の就業率 

子育て支援施策の充実等により、女性が出産や育児によって職を離れ、30 代を中心に

働く人が減る「Ｍ字カーブ減少」も年々解消に向かいつつある。 

◆ 労働力率（30-39 歳） （兵庫県） （国勢調査） 

区 分 H17(2005) H22(2010) H27（2015） R2（2020） 

女性（％） 57.6 60.6 69.2 75.2 

男性（％）［参考］ 93.1 90.8 96.4 96.5 

  ※労働力率：人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

◆ 25～44 歳女性就業者数、就業率 （兵庫県）            （国勢調査） 

区 分 H17(2005) H22(2010) H27（2015） R2（2020） 

就業者数（人） 454,812 453,208 434,080 376,125 

就業率（％） (58.5) 61.0 68.8 78.0 

  ※ 就業率：就業者／15歳以上人口（人口－労働力状態不詳）×100 
 ※ H17 の就業率は分母に労働力状態不詳含む 

◆ 女性の有業率（兵庫県、年齢５歳階級別）         （就業構造基本調査） 
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(4)育児休業取得状況 

◆ 育児休業取得率（全国）     （雇用均等基本調査） 

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

男性（％） 2.03 2.30 2.65 3.16 5.14 6.16 7.48 12.65 13.97 17.13 

女性（％） 83.0 86.6 81.5 81.8 83.2 82.2 83.0 81.6 81.1 80.2 

 

 

※（ ）内は、関連指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)待機児童数 

 

◆ 待機児童数と保育所等定員の推移（兵庫県） 

子育ては夫婦だけで担うものではなく、地域社会全体で取り組むことが必要です。就業

者が子育てしやすい環境を整備するとともに、夫婦間の家事・育児分担の均衡を図るほ

か、地域での子どもの見守りなど、子育てに寛容な地域社会づくりを推進します。（待機

児童数、男性の育児時間）。 

また、子育て家庭の経済的負担の軽減に取り組むことにより、児童虐待、子どもの貧困

など社会が抱える様々な課題に向き合い、社会全体で子どもを育む機運の醸成、包摂性の

ある社会づくりに努めます（子どもの貧困率）。 

関連指標 

重要取組３ 子育てしやすい社会づくり 
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◆年齢別待機児童数の推移（兵庫県）（各年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 放課後児童クラブ数等の推移（兵庫県） 

 

(2)男性の育児時間 

◆ 育児の総平均時間(兵庫県、週全体、６歳未満の子供がいる家庭)(社会生活基本調査) 

区 分 H18(2006) H23(2011) H28（2016） R3（2021） 

夫（分） 33 29 48 67 

妻（分）［参考］ 187 185 270 224 

※H18 年は、県こども政策課による推計値 

（末子の年齢 0歳、1～2歳、3～5歳の行動者における加重平均値） 
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(3)子どもの貧困率 

◆ 子どもの貧困率  （国民生活基礎調査） 

区 分 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27 
H30 R3 

旧基準 新基準 新基準 

子どもの 

貧困率(％) 
13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5 14.0 11.5 

※17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない 17 歳以下の子どもの割合 

※H30 年以降の「新基準」は、2015 年改定の OECD の所得定義の新基準で、従来の可処分所得から

「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」,「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたもの 

 

（参考）就学前の教育・保育等の需給計画について 

県下全域で少子対策・子育て支援や待機児童の解消等を着実に推進していくため、就

学前の教育・保育と地域子ども・子育て支援事業に係る需給計画を全41市町と緊密に連

携し、地域の実情を踏まえながら見直しを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業・結婚・妊娠・出産・子育て支援まで多岐にわたる切れ目のない対策を実施する 

ため、次の６つの推進方策のもと、令和５年度は約1,360億円（前年度比＋28億円）を 

計上し、307事業（前年度比＋23事業）を総合的・体系的に推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 子ども・若者の自立支援とライフデザイン構築 

Ⅱ 結婚・妊娠・出産の希望が実現できる切れ目のない支援 

Ⅲ 幼児教育・保育と子育て支援 

Ⅳ 男女ともに子育てと両立できる働き方の実現 

Ⅴ 子どもと子育てに温かい地域社会づくり 

Ⅵ 特別な支援が必要な子どもや家庭への支援 

推進方策 
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I  子ども・若者の自立支援とライフデザイン構築 

１ 若者の経済的自立と若者に選ばれる地域づくり 

(1) 多様な就業選択肢の確保   

① チャレンジHYOGO合同企業説明会等事業（労政福祉課） 【16,123千円】 

若年求職者等を対象に、地元就職と県外からのUJIターン就職の促進を図るため、

合同企業説明会を実施。さらに、WLBへの関心が高いZ世代に対し、「ひょうごの仕

事と生活のバランス表彰」等を受けている県内企業の魅力を発信するフェアを開催。 

○大学等卒業予定者等対象 

 ・開催場所 大阪（１回開催）、Web型（１回開催）、神戸（１回開催） 

○就職氷河期世代対象 

・開催場所 神戸（１回） 

 

② 就活準備キャリアラボラトリー事業（労政福祉課）      【9,214千円】 

学生が自身のキャリアプランを考えながら就職活動に取り組めるよう、企業研究

や学生が主体的に企画するフォーラムを実施 

○企業研究・フォーラムの開催 

・企業研究  企業 15 社以上、学生 100 人程度予定 

・フォーラム ８月、12 月頃開催予定 

○キャリアプラン形成支援 

○県内企業経営者との座談会 

○学生と企業の意識調査 

○大学１,２年生全員を対象 

 

③ 大学生インターンシップ推進事業（労政福祉課）           【21,429千円】 

大学生等を対象に技術力・成長力のある県内中小企業の魅力の理解を促すため、

インターンシップを実施 

○大学生インターンシップ事業 

○県・商工会議所・経営者協会等による連絡協議会の設置 

○低学年向け民間企業見学会の実施 

○インターンシップ参画企業とのマッチング会の開催 

○Web インターンシップの導入支援 

 

④ 拡 「ひょうご応援企業」大卒採用支援事業（労政福祉課）   【9,837千円】 

兵庫で就職を希望する若者を積極的に採用する企業を「ひょうご応援企業」とし

て登録、ひょうご・しごと情報広場ホームページ等で企業紹介を実施するとともに、

学生が職場や社員の雰囲気を深く知るため、企業と学生等が出会う場を提供 
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    ⑤ 新 高校生の県内就職促進事業（労政福祉課） 【7,793千円】 

就職を希望する高校生・教員向けにキャリア支援セミナーを実施することで、地

元就職と学校が連携した高校生のキャリア形成支援と若手人材の確保・定着を推進 

 

⑥ 建設業における若年者の入職促進・人材育成（契約管理課）     【4,906千円】 

建設産業の持続的な発展を図るため、若年者の確保に向けた取組や次の世代

への技術継承に対する支援を実施 

○定時制高校生等入職促進事業 

○工業高校生等資格取得等支援講習会事業 

○小中学生向け等建設業体験会 

○女子高校生と女性技術者との意見交換会 

 

(2) 若者の雇用の安定･定着   

① 若者しごと倶楽部運営事業（労政福祉課） 【8,274千円】 

若年求職者等に対し、アドバイザーによる職業相談、相談員によるカウンセリン

グや就職までのきめ細かな支援を行うワンストップサービスを提供 

○事業内容 個々の課題に対応するとともに、人材ニーズに合致したキャリア 

形成による早期就職を支援 

○対 象 者 大学生、若年求職者（～39 歳） 

 

② ニート就労支援ネットワーク事業（労政福祉課） 【1,220千円】 

若年無業者支援に関係する各機関とネットワークを構築し、情報交換や支援に関

する課題検討等を行い、若年無業者の職業的自立を支援 

 

(3) 若者の労働環境の改善   

① 若者の労働環境の改善（労政福祉課）                 【－】 

ワークルール、働き方改革や過労死の防止等について、労働局と連携し、普及啓

発や周知を実施 

 

(4) 奨学金等返済への支援   

① 拡 県内企業人材確保支援事業(兵庫型奨学金返済支援制度)(労政福祉課)【151,912千円】 

県内中小企業の人材確保を図るとともに、若者の県内就職及び定着を促進するた

め、従業員の奨学金の返済負担軽減制度を設ける県内中小企業及び従業員を支援 

○補助対象 本社が県内にある中小企業 
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      京都府就労・奨学金返済一体型支援事業を実施する企業の県内事業所 

○拡支援対象 上記企業に勤める者で、以下の要件を全て満たすもの 

      ・正社員 

      ・40歳未満（申請年度末時点で39歳以下） 

      ・日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者 

      ・申請時点で県内事業所に勤務する者 

○拡支援期間 対象者１人につき最長17年間 

      ただし、SDGsやワーク・ライフ・バランスなど、県の認定制度にお 

いて一定水準を満たした企業によって補助期間が異なる 

○補 助 率 一旦企業が従業員に対して支払った後に、企業に最大6万円、従業員

本人にも最大6万円を補助(上限：12万円/年) 

○実施方法 （一財）兵庫県雇用開発協会で実施 

 

② 拡 社会福祉法人等奨学金返済支援事業（高齢政策課）     【15,971千円】 

県内の社会福祉法人等における若手職員の人材確保と定着を促進するため、若手

職員の奨学金返済支援制度を有する法人を支援し、法人における奨学金返済支援制

度の導入を促進 

○拡支援対象 上記法人に勤める者で、以下の要件を全て満たすもの 

      ・正規職員 

      ・40歳未満（申請年度末時点で39歳以下）（現行:30歳未満） 

      ・日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者 

      ・申請時点で県内事業所に勤務する者 

○拡支援期間 対象者１人につき最長17年間（現行：最長5年間） 

○補 助 率 奨学金年間返済額の2/3（上限：12万円／年） 

○実施方法 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会で実施 

 

(5) 若者に選ばれる地域づくり   

① コワーキングスペース開設支援事業の実施（新産業課）    【13,795千円】 

地域における起業拠点を創出するとともに、テレワーク・副業等の多様な働き

方に対応するため、コワーキングスペースの開設を支援 
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○補助内容 

対象経費 補助期間 運営支援型 整備支援型 

建物改修費 

開設時 

1,000 千円 5,000 千円 

 空き家改修の場合 ＋1,000 千円 ＋1,000 千円 

事務機器取得費 500 千円 500 千円 

賃借料 

３年間 

600～900 千円/年 

※地域により異なる  

－ 

通信回線使用料 600 千円/年 － 

人件費 

(高度 IT 人材) 
 1,000 千円/人･年 － 

補助上限額(３年間) 9,000 千円 5,500 千円 

 空き家改修の場合 10,000 千円 6,500 千円 
   

対象地域 全県 全県 

補助率 
1/2（県 1/4、市町 1/4）

※人件費は定額 
1/2（県 1/4、市町 1/4） 

   

②産業立地促進補助・税軽減の実施（地域産業立地課・国際課）  【1,540,915千円】 

地域経済の活性化と雇用機会の創出を実現するため、産業立地条例に基づく、産

業立地促進補助、税軽減の実施等により、県内への企業立地を促進 

 

③ ひょうごで働こう！UJIターン広報･就職促進事業(労政福祉課) 【75,530千円】 

県内企業の魅力や「チャレンジＨＹＯＧＯ就職大作戦」の施策内容を周知し、 

大学生・転職者等の県内就職を促進するため、県内企業と若者のマッチング及び東

京 23 区からの移住を伴う就業・起業等を支援 

○「ひょうごで働こう！マッチングサイト」の運営 

○ 効果的な求人広告の作成支援 

○「ひょうごで働こう！マッチングサイト」広報の実施 

○ 首都圏の学生等に対する県内就職の促進 

         兵庫で働くロールモデル等との交流会やワークショップを実施 

○ 東京 23 区からの就業・移住等の促進 

移住支援金制度で子育て世帯加算を実施 

 

④ 商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業（地域経済課）【12,578千円】 

商店街活動に積極的に参加する若者や女性の空き店舗への新規出店を支援 

○補助要件 出店後速やかに商店街団体に加盟し、団体活動に積極的に参加する

こと 

○対象経費 店舗賃借料、内装・ファサード工事に要する経費 

○補 助 率 県1/6、市町1/6（市町随伴義務） 

○補 助 額 上限750千円 
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○補助件数 15 件 

 

⑤ 大学ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰと連携した県内大学生の地元就職促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（教育課） 【4,633千円】 

学生の県内就職促進に向けた各大学キャリアセンターの意識喚起と就職指導力の

向上を図り、キャリアセンターにおける県内企業の情報発信力を強化するとともに、

学生と企業とのマッチングを促進 

○キャリアセンターの県内企業理解促進 

○県内中小企業情報の発信 

 

⑥ SDGs HYOGO 青年チャレンジ事業（男女青少年課） 【5,061千円】 

「チャレンジ青年隊」が、企業や地域団体と連携しつつSDGsに関連した課題に取

り組むことにより、ネットワークを広げて新たな価値観を活動に取り入れていける

人材を育成することを目的として活動実施団体への助成を実施  

 

(6) こども・若者のふるさと意識の醸成   

① 「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業（男女青少年課）            【3,182千円】 

青少年のふるさと意識を醸成するため、身近な地域での社会体験や豊かな自然に

触れる体験を提供する取組を支援 

○対象団体 県青少年団体連絡協議会に加盟する団体 

 

② 高校生ふるさと貢献・活性化事業（高校教育課） 【29,400千円】 

地域社会の一員としての自覚と態度を育み、兵庫県を支える人材づくりを推進す

るため、自らがふるさとの未来・あり方を考察、実践する活動を実施する。 

○ふるさと貢献活動 

      ・対  象 県立高校１年生中心 

      ・取組内容 ふるさとに対する関心を高めるため、環境保全・地域安全活動及

び祭りなど地域行事への参加 

○ふるさと活性化活動 

      ・対  象 県立高等学校全体 

      ・取組内容 高校生が独自の視点で兵庫県の魅力を考察し、自治体や企業等に

提案した地域活性化策の具体化 

 

③ ひょうごのふるさと魅力発見事業（義務教育課） 【4,194千円】 

児童生徒が兵庫への愛着を高めるため、身近にある自然・産業・伝統等について

紹介及びその背景等を解説する冊子「ふるさと兵庫 魅力発見！」を中学校におけ

る総合的な学習の時間等で活用 
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○配布部数 49,000冊 

○配布対象 全公立中学校・義務教育学校・中等教育学校の新１年生 

○内  容 自然、歴史、人物、文化財、伝統文化、産業、交通、災害 等 

○県内書店での一般販売を実施（R2.12～） 

 

④ ふるさと兵庫こども環境体験の推進（環境政策課） 【14,808千円】 

県内全ての幼児が、一定の専門性を踏まえた環境体験プログラムを継続的に受

けられる体制を構築するため、幼稚園・保育所等が段階的に実施する環境体験を

支援 

○こども環境体験コーディネーターの設置 

○環境体験プログラムの実施 

 

⑤ 新 子どもの夢プロジェクト（万博推進課）            【－千円】 

万博という特別な機会に兵庫県の子どもたちが参加できる企画を実施し、「未

来に対してワクワクする」、「楽しく学び、その経験が未来につながる」など、

今までに無い経験や新しい価値観に触れる機会を創出。 

兵庫の地域資源や魅力に触れ・知ることで、子どもたちの兵庫へのシビックプ

ライドを醸成。 

   ○ 子どもたちが描き共創する「未来のまち“兵庫”」        【-千円】 

「未来の兵庫の姿（案）」をテーマに絵画作品を募集し、応募のあった作品を

スキャン・デジタル化。一人ひとりの作品をつなぎ合わせ、１つの大きなまち

“兵庫”を共創し、プロジェクションマッピングで兵庫県立美術館に投影 

   ・対  象 県内の小中学生等 

○ ひょうごの宝探し                       【-千円】 

      フィールドパビリオンプレーヤーの宝を取材した3分動画や 自身と関係性の深

い地域の宝を撮影した15秒動画等を 制作し、兵庫県ゾーンや県立美術館のモニタ

ーに投影するとともに、万博会場等でプレゼンを実施。 

      ・対  象 県内の中学生、高校生、大学生等 

   ○ コウノトリが導く、HYOGOミライバス              【-千円】 

県内の子どもたちが、万博会期前に県鳥であるコウノトリの折り紙を制作し、

万博期間中に兵庫県ゾーンの回廊空間（ウェイティングゾーン）の天井面等に吊

り下げ展示 

 ・対  象 県内の未就学児、小学生等 

  ○ ひょうごの魅力を届けるお仕事体験             【8,128千円】 

フィールドパビリオンの活動現場を仕事として体験し、活動の魅力等を調査。 

体験を通して学んだ内容や気づきを発信するための紹介パネルを制作 

・対  象 県内の小学生、中学生等 

     ○ひょうごキッズEXPO                    【7,984千円】 

子どもの集まる場所（子ども食堂・児童館等）と連携し、夢の見つけ方等のオ
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ンライン授業を実施。また、令和７年度に開催するイベント、ひょうごキッズ

EXPO（仮称）に参加する子供達を集い、事前準備を実施 

 ・対  象 県内の未就学児、小学生等 

 

 

２ ライフデザイン構築のための支援 

(1) 兵庫型「キャリア教育」の推進   

① 消費者教育の総合的・体系的推進（県民躍動課） 【38,989千円】 

○消費者教育コーディネーター等支援事業 

地域で活躍する消費者教育コーディネーター(消費生活相談員や消費者リーダー

等)に向け、情報交換会やスキルアップ研修等の機会を提供し、その活動を支援 

○消費者教育推進プロジェクト 

令和６年３月に策定予定の「ひょうご消費生活プラン」に基づき、若者が相談

しやすい体制づくりやＳＤＧｓ・エシカル消費を意識した消費行動、デジタル化

対応など消費者教育の推進に関する施策を展開 

・消費者教育推進員の設置 

○SDGs・エシカル消費推進担い手育成事業の実施 

人や社会、環境に配慮した消費行動（エシカル消費）を推進するため、SDGｓ推

進リーダーを設置するとともに、団体・グループとの協働事業や大学でのエシカ

ル消費出前講座等を実施 

○高等学校・特別支援学校等への消費者教育推進事業 

教育委員会や学校現場と協働し、県内高等学校・特別支援学校等における効果

的な消費者教育の実施 

・消費生活センター等による出前講座  

・教員向け研修 

○大学生による次世代への消費者教育事業 

大学生協との連携により養成した「くらしのヤングクリエーター」を中心に、

高校生や大学生、新社会人などの若者の消費者力アップに向けた取組を多様な団

体等と連携して実施 

・若者向け研修、ワークショップ等の開催 

・若者の消費者意識向上のための啓発事業 

・情報発信のための WEB コンテンツの運営 等 

○消費者力アップ体験学習会事業 

幼児から小中学生、保護者などが楽しみながら参加・体験できる、身近な製品

の使用方法やお金の管理等に関する学習会を開催 

   ・商品テスト等体験学習会 

   ・生活設計等体験学習会 



19 

 

・金融リテラシー向上学習会 

 

② 小・中・高12年間を繋ぐキャリア教育充実事業（義務教育課） 【1,275千円】 

将来、社会の中で自立するために必要な能力を育成するため、兵庫版「キャリ

ア・パスポート」や「高校生キャリアノートモデル」、文部科学省が策定した「高

校生のライフプランニング」を活用するなど、小・中・高等学校が連携し、発達段

階に応じたキャリア教育に取り組む。 

○キャリア教育推進委員会の開催 

○キャリア教育実態調査の実施 

〇中高意見交換会の開催 

 

③ 青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～（義務教育課）  【127,930千円】 

芸術文化に親しむ体験活動の充実を図り、豊かな心を育成するため、兵庫芸術文

化センター管弦楽団による鑑賞公演を実施 

○対  象 全公立中学校１年生等 

○実施回数 年間40回 

 

④ 県民芸術劇場ブラッシュアップ事業（芸術文化課） 【28,471千円】 

    学校、市民会館等での舞台芸術公演を支援する「県民芸術劇場」について舞台芸

術団体の技術向上と、鑑賞者ニーズを踏まえた公演の充実を図りつつ、青少年等に

より質の高い舞台芸術鑑賞機会を提供する。 

 

⑤ 拡 ひょうごプレミアム芸術デーの開催(芸術文化課・社会教育課・文化財課・体育保健 課）【11,310千円】 

県民誰もが気軽に芸術文化に親しめるよう、市町・民間事業者等とも連携し、美

術館・博物館等の無料開放や、無料イベント、障害のある方や子育て世帯に配慮し

た取組等を実施する。 

 ○実施期間 令和６年７月９日（火）～15日（月・祝） 

 

⑥ 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の実施（義務教育課）    【176,393千円】 

社会的自立に必要な能力を育成するため、地域や自然の中で生徒の主体性を尊重

した様々な社会体験活動を実施 

○対  象 全公立中学校等 

○期  間 １週間 

 

⑦ ものづくり体験事業（能力開発課）                  【52,013千円】 

ものづくりの魅力や奥深さを伝え、ものづくりへの関心を高めるとともに技能者

の後継育成に繋げるため、ものづくり体験の機会と場を提供 
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○ものづくり体験講座 

      ア 内 容 木工、金工、電工、工芸等の工作教室 

      イ 対 象 小学生 

  ウ 実 施 回 数 80回（予定） 

エ 会 場   ・ものづくり体験館  

               ・神戸高等技術専門学院 

               ・但馬技術大学校 

○ものづくり体験学習 

      ア 内 容 各種ものづくりに関するプロの技の実演と体験指導 

      イ 対   象 中学生、高校生 

      ウ 実 施 回 数 80 回（予定） 

      エ 会 場 ものづくり体験館等 

 

(2) 妊娠･出産に関する正しい知識の普及･啓発   

① 悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策（健康増進課） 【522千円】 

女性がライフステージ毎に抱える心身の状態に応じて、自身の健康管理、家族計

画等を行うため、普及啓発及び総合相談を実施 

○ピアサポートルームの開設 

若者が気軽に相談できる場を設置し、カウンセリングを実施 

○地域思春期保健関係者によるネットワーク会議の開催 

 

(3) 学童期･思春期から成人期に向けた保健対策の推進   

① がん教育総合支援事業（体育保健課） 【1,000千円】 

学校教育全体の中でがん教育を推進するため、今後のがん教育のあり方について

検討するとともに、がん教育の推進体制を構築 

○がん教育に関する協議会の開催 

○学校保健関係者に対する研修会の開催 

○モデル校の設置 ６校（小・中・高各２校） 

 

 

３ 子どもたちの生活と学びを支える環境の充実 

(1) 地域･家庭と連携したいじめ等問題行動･不登校への対応   

① 学校問題サポートチームの設置（義務教育課） 【140,310千円】 

複雑化する学校課題に対し、教育事務所長のリーダーシップのもと、効果的・機

動的な支援を行う「学校問題サポートチーム」を設置し、県教育委員会事務局内の

学校問題支援室との連携を図る。 
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○設置場所 ６教育事務所 

○構 成 員 チームリーダ-、学校支援専門員、スクールソーシャルワーカー

（社会福祉士等）、スクールカウンセラー（臨床心理士等）、弁護

士、精神科医、メンタルヘルスアドバイザー 等 

 

② いじめ防止対策の推進（義務教育課・高校教育課） 【117千円】 

   いじめを許さない環境づくりのため、地域・家庭の支援を得ながら、いじめ防止

対策を推進 

○兵庫県いじめ対策審議会の開催 

○兵庫県いじめ対応ネットワーク会議の開催 

 ・全県ネットワーク会議、地域ネットワーク会議（教育事務所） 

○いじめ防止啓発チラシの配布 

 

③ 拡 スクールカウンセラーの配置（義務教育課） 【474,714千円】 

いじめ、暴力行為等の児童生徒の問題行動や不登校等に適切に対応するため、

「心の専門家」であるスクールカウンセラーを公立小・中学校に配置し、児童生

徒・保護者の心の相談等を実施 

○配置校数 小学校：143校（政令市を除く）（R5:134校） 

      中学校・義務教育学校・中等教育学校：全校配置（政令市を除く） 

○派遣時間 年間210時間 

 

④ いじめ等教育相談の実施（義務教育課） 【31,022千円】 

学校におけるいじめ、暴力行為等の児童生徒の問題行動や不登校等に対処するた

め、関係機関と連携し、問題発生の未然防止や早期発見・早期対応等に対応できる

体制を整備 

○いじめ等教育相談の実施 

・ひょうごっ子〈いじめ・体罰・子ども安全〉相談24時間ホットライン 

・ひょうごっ子悩み相談（面接相談） 

・ひょうごっ子〈いじめ・体罰・子ども安全〉相談・通報窓口 

 

⑤ SNSを活用した教育相談体制の構築事業（義務教育課） 【31,264千円】 

従来の音声通話や面談等における相談に加え児童生徒が気軽に相談できるように

するため、SNSによる相談窓口を開設 

○相談体制の整備 

・相談期間 通年実施 

・相談受付時間 毎日17:00～21:00（４時間） 

・対応回線数 ２回線（７月のみ３回線） 

・相 談 者 原則、児童生徒 
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○周知カードの作成 

 SNS相談窓口のQRコード等を印刷したカードを県下全児童・生徒へ配布 

 

⑥ 市町スクールソーシャルワーカー配置補助事業（義務教育課）  【45,769千円】 

児童生徒の置かれた様々な環境の問題により学校だけでは解決困難なケースにつ

いて、関係機関との連携・調整や児童生徒の置かれた環境への働きかけ等により早

期の解決を図るため、市町のスクールソーシャルワーカー（社会福祉士等）を配置 

○配 置 数 全中学校区（政令市・中核市を除く：166中学校区） 

 

⑦ 拡  ひょうご不登校対策プロジェクト事業（義務教育課） 【221,543千円】 

不登校児童生徒数の増加を踏まえ、県、教育事務所、市町、関係機関、学校等が

全県一丸となり、不登校児童生徒支援を推進する体制を構築し、総合的な不登校対

策を実施 

○ひょうご不登校対策協議会等の開催  

○県教育委員会事務局内に不登校対策推進センターの設置 

○不登校児童生徒支援員配置補助事業  

校内サポートルーム（校内教育支援センター）における不登校児童生徒への個

に応じた学習や生活の支援等を行う「不登校児童生徒支援員」の配置を支援 

・ 配 置 校 市町組合立小学校、中学校 等（政令市を除く） 

（全中学校及び小学校４校につき１校） 

 ※市町の判断により配置学校を選択 

・ 配置時間 週20h×35週 

○保護者等が相談できる関係機関等の周知  

 

⑧ 拡 ヤングケアラー支援体制拡充事業（地域福祉課） 【12,336千円】 

県のこれまでのヤングケアラー支援の好事例等を、より住民に身近な市町と共有

し、全市町において相談体制や支援体制が確保されることを目指し、取組内容を拡

充 

 〇市町支援キャラバン研修 

 県専門相談窓口での支援実績等を踏まえた市町版支援マニュアルを作成すると

ともに、県が地域に出向いて各地域の取組状況を踏まえた研修会を市町と共同開

催 

      〇ピアサポートの全県的な展開・育成 

     ピアサポート等の交流活動に取り組む団体に対する助成に加え、全県的なオン

ライン交流会の開催や、好事例等を共有するための情報交換会の開催など、ピア

サポート団体を新たに育成する取組を拡充。 

    〇ヤングケアラー相談窓口の設置 

     ヤングケアラーに対して電話・LINE・メールによる相談対応を行うとともに、

市町担当窓口や支援機関への「つなぎ」等を実施 
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・相談体制 平日9時30分～16時30分(電話対応) 

※上記以外は随時LINE、メール受付、２名（社会福祉士） 

○ヤングケアラー支援研修 

 ヤングケアラー支援に従事する福祉・介護・医療・教育等の関係機関職員に対

して、基礎的な研修を実施 

 

⑨ 県立神出学園の運営（男女青少年課） 【93,263千円】 

共同生活や人・地域とふれあう体験を通じて、自らの進路を見出すことができる

よう青少年を支援 

○対 象 者 義務教育を修了した23歳未満で自分の生き方や進路発見を希望する

県内在住の男女 

○設置場所 神戸市西区 

○定  員 80人 

 

⑩ 県立山の学校の運営（男女青少年課） 【35,545千円】 

森林に囲まれた環境の中で、共同生活や人・地域とふれあう体験を通じて、自ら

の進路を見いだすことができるよう青少年を支援 

○対 象 者 義務教育を修了した15歳から24歳未満で自分の生き方や進路発見を

希望する県内在住の男子 

○設置場所 宍粟市山崎町 

○定  員 20人 

 

⑪ 児童育成支援拠点事業（こども政策課）            【76,626千円】 

養育環境に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児

童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生

活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うととも

に、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の

支援を包括的に提供することにより、虐待の防止や一時保護解除の家庭への円滑

な復帰を図る。 

○ 支援対象  

・食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養

育環境に関して課題のある主に学齢期の児童及びその家庭 

・家庭のみならず、不登校の児童や学校生活になじめない児童等、学校に居場所

のない主に学齢期の児童及びその家庭 

・その他、市町村が関係機関からの情報により支援を行うことが適切であると判

断した主に学齢期の児童及びその家庭 

○ 負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 
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(2) 安全･安心な教育環境整備の推進   

① 県立学校環境充実事業の実施（財務課）   【3,128,560千円】 

老朽化が進行している県立学校施設について、県立学校施設管理計画に基づく長

寿命化改修を計画的に実施するとともに、選択教室や体育館の空調整備、発展的統

合に伴う整備など、施設の環境改善を集中的に実施。 

 

② 拡 ひょうごの未来を担う高校生等の部活動等応援事業の推進（財務課）【567,000千円】 

児童生徒が充実した学校生活を送ることができる環境整備として、授業や部活動

で使用する用具・備品、各校の状況・特色に応じた整備を集中的に実施するととも

に、 部活動を行う生徒からの要望のある学校グラウンドの芝生化のモデル整備を

実施 

 

③ 県立学校長寿命化改修の実施（財務課）                【4,000,000千円】 

「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画」に基づき、学校施設の長寿命化改修を計画

的に実施 

 

④ 県立学校の学習環境の整備・充実の推進（財務課）     【2,534,164千円】 

県立学校の特別教室への空調設備の設置、体育館等照明のＬＥＤ化、エレベータ

設置等のバリアフリー対策など、学習環境の整備・充実 

 

(3) １人１台端末の活用推進   

① 拡 県立学校学びのイノベーション推進事業（教育企画課）  【566,341千円】 

Society5.0 時代の学校教育を支える新しい学習基盤として整備した無線 LAN、大

型提示装置等の ICT 環境等を活用し、個々の児童生徒に応じた「個別最適な学び」

や、多様な人々と学び合う「協働的な学び」などに取り組む。また、県立学校の教

員１人１台の指導者用端末を導入する。 

 

② 新 GIGAスクール構想加速化事業（教育企画課）     【1,930,406千円】 

全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を

実現するため、県立学校及び市町立学校（義務教育段階）の学習者用端末について、

国庫補助を活用して更新する。 
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(4) 教育費負担の軽減に向けた経済的支援   

① 就学支援の実施（財務課・教育課）           【15,409,159千円】 

家庭の教育費負担を軽減するため、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の

生徒に対し、授業料に充てるための就学支援金を支給 

○県立・市立高等学校等 

 ・対 象 者 平成 26 年度以降に入学した生徒(年収約 910 万円未満の世帯) 

○専攻科 

・対 象 校 龍野北高等学校看護専攻科・日高高等学校看護専攻科 

・支 給 額 年収 270 万円未満程度：118,800 円（年額） 

      年収 270 万円～380 万円程度：59,400 円（年額） 

 ○私立高等学校等 

 ・対 象 者 平成 26 年度以降に入学した生徒(年収約 910 万円未満の世帯) 

 ・支 給 額 年収 590 万円未満世帯を対象として授業料実質無償化を実施 

 

② 拡 国公立高等学校における高校生等奨学給付金の支給（財務課）【1,159,968千円】 

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学のため

の給付金を支給                        

  ※15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 

 

③ 県立学校生徒用端末等貸与事業（教育企画課）            【－】 

１人１台端末の活用に向けて、生徒の学びの保障の観点から、経済的な事情によ

り端末を用意することが困難な生徒等へ学習用端末等を貸与 

 

④ 高等学校奨学資金貸与事業（財務課）            【－】 

修学を奨励し、有為な人材を育成するため、経済的な理由により就学が困難な高

校生等に対し奨学資金を貸与 

 

⑤ 拡 私立高等学校等生徒授業料軽減補助（教育課）  【988,406千円】 

就学機会を確保するため、国の就学支援金制度に県単独加算を行い、生徒の学資

対象世帯 年間支給額 支給の考え方 

生活保護 全日制・定時制・通信制 32,300 円 修学旅行費 

非課税 

年収約270万円 

未満世帯 

 

全日制 

定時制 

第１子 拡 122,100 円 
教科書費、教材費、学用品費、

通学用品費、教科外活動費、生

徒会費、PTA 会費、入学用品

費、オンライン学習通信費 第２子以降※ 143,700 円 

通信制 

専攻科 

第１子 
  50,500 円 

教科書費、教材費、学用品費、

オンライン学習通信費 第２子以降※ 
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負担者の経済的負担を軽減 

○対象生徒 

・私立高校生（県内校通学者） 

・私立高校生（隣接府県及び関西圏内校通学者） 

大阪府・京都府・岡山県・鳥取県・奈良県・滋賀県・和歌山県・徳島県内 

所在校通学者 

・専修学校及び各種学校（高等課程相当）生徒（県内校通学者） 

授業料軽減補助制度の内容                  （単位：千円） 

階層別の所得基準 国 県 計 

年収 590 万円未満世帯 
396.0 

※全国平均授業料並 
44.0 440.0 

(拡)年収 590～730 万円未満世帯 

118.8 

120.0 

(現行)100.0 

238.8 

(現行)218.8 

(拡)年収 730～910 万円未満世帯 
60.0 

(現行)50.0 

178.8 

(現行)168.8 

※ 金額は、県内高校の単価 

※ 専修学校・各種学校は県内高校の 1/2 の単価 

※ 県外高校は県内高校の 1/4 の単価（相互実施の場合は 1/2） 

※  年収 910 万円未満の多子世帯（扶養する子供が３人以上の世帯）は１万円を加算 

   

⑥ 拡 私立高等学校等奨学給付金事業（教育課） 【615,739千円】 

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学のた

めの給付金を支給 

※15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 

 

⑦ 私立高等学校等入学資金貸付事業（教育課）         【19,243千円】 

私立高等学校及び私立専修学校高等課程に入学する生徒で、経済的理由から入学資

対象世帯 
金額 

(円/年) 
支給の考え方 

生活保護 52,600 修学旅行費相当額 

年収 270 万円 

未満世帯 

第１子 

全日制 
142,600 

(令和５年度：137,600) 

教科書費、教材費、ｵﾝﾗｲﾝ学

習に必要な通信費、学用品

費、通学用品費、校外活動

費、入学用品費相当額（ただ

し通信制は教科書費、教材

費、学用品費相当額とする） 

通信制 

専攻科 
52,100 

第２子 

以降※ 

全日制 152,000 
上記＋生徒会費、ＰＴＡ会費

相当額（ただし通信制は教科

書費、教材費、学用品費相当

額とする） 

通信制 

専攻科 
52,100 
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金の支弁が一時困難な者に対し、入学資金を貸し付けることにより、入学時の負担の

軽減を実施 

 

⑧ 拡 海外留学のサポート（教育課・国際課・高校教育課）  【44,600千円】 

異文化に触れ、興味・関心、意欲を高め、自身の学びの深化につなげるための生

徒の留学を後押しするため、留学支援金を給付するとともに、今年度から新たに官

民連携のＨＹＯＧＯ高校生「海外武者修行」応援プロジェクトを開始 

コース 日数 
補助金額 

（上限） 

対象 

人数 
その他 

短
期 

Ⅰ 短期留学 
10 日～ 

１ヶ月 
６万円 420 名 

国費事業に採択されたプログラムを

対象 

Ⅱ チャレンジ

留学 

（海外武者修行） 

約１ヶ月 50 万円 10 名 

個人で民間団体等が主催するプログ

ラムに参加する生徒が対象 

留学先で兵庫県の魅力を発信する活

動を必ず行う 

Ⅲ はじめて 

留学 

７日～ 

１ヶ月 
20 万円 40 名 

以前に留学経験が無い生徒が対象 

奨学資金貸与基準以下の世帯を対象 

長
期 

Ⅳ 長期留学 １年 40 万円 16 名 
個人で民間団体等が主催するプログ

ラムに参加する生徒が対象 

 

(5) 地域の教育力の向上   

① こどもの館の運営（男女青少年課）   【172,214千円】 

遊びや創作活動を通じて、子どもたちの健やかな成長を支援するとともに、子育

て支援機関や団体の活動の全県中核拠点として、多彩な事業を展開 

 

② こどもの館子育てふれあい事業（男女青少年課） 【249千円】 

地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進するため、高校生や特別支援学校生

等が参加し、世代や地域を越えて交流する多様な体験事業を実施 

 

③ 子どもの冒険ひろば事業の推進（男女青少年課） 【8,038千円】 

地域ぐるみの子育てを推進するため、身近な地域の大人が子どもたちを見守り、

安心して自由に遊べる場づくりを推進するとともに、課題を抱える青少年の居場所

づくりを支援 

○「子どもの冒険ひろば」の運営団体への支援 

・助 成 額 200 千円/団体(予定) 

・助成団体数 25 団体程度(予定) 

○安全研修の実施（10 回）(予定) 

○課題を抱えた青少年の居場所を提供する子どもの冒険ひろばへの支援 
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課題を抱える青少年に居場所を提供する運営者に対し、受入に要する経費の

一部を助成するとともに、地域活動ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを派遣し、運営を支援 

・助 成 額 30千円/団体(予定) 

・助成団体数 15団体(予定) 
 

④ 子ども伝統文化わくわく体験教室（芸術文化課） 【8,400千円】 

県域文化団体が講師を派遣し、学校において子どもたちが生活に根づいた伝統文

化を体験する事業を支援 

○対  象 小・中・高 60校 

○対象事業 いけばな・茶道・書道・邦楽・日本舞踊・能楽 

 

⑤ ピッコロわくわくステージ（芸術文化課） 【16,016千円】 

県内の中学生を対象に、希望する学校に対してピッコロシアター大ホールにおい

て、ピッコロ劇団の公演を実施 

○対  象 県内の中学校 40校 

○公演回数（１公演２校参加） 20公演 

 

⑥ 新 アートで躍動Z世代文化部応援プロジェクト（芸術文化課）【8,377千円】 

 Ｚ世代をはじめとする若者の芸術文化活動を支援していくため、リアルとデジタ

ルの双方で、若者の芸術文化作品の発表の場を新たに創出するとともに、文化部合

同練習会等に専門指導者を派遣 

 

⑦ 新 子ども・ユーススポーツ推進プロジェクト（スポーツ振興課） 【5,000千円】 

ふるさと納税の活用により、子どもを対象としたスポーツ教室やイベント等の開

催など、子どもたちがスポーツに触れる機会を充実する。 

○実施内容（例） 

ゴルフ場を貸し切り、親子でコースを回るイベントを開催 

 

⑧ 環境体験事業（義務教育課） 【91,015千円】 

生涯にわたる人間形成の基礎がつちかわれる小学校低学年において、自然に対す

る畏敬の念をはじめ、命の大切さ、命のつながり、美しさに感動する豊かな心を身

につけさせるとともに、ふるさと意識を育むため、地域の自然にふれあう体験型環

境学習を実施 

○対  象 全公立小学校、義務教育学校前期課程３年生等 

○実施回数 年間３回以上 

 

⑨ 自然学校推進事業（義務教育課） 【354,033千円】 

豊かな自然の中で心身ともに調和のとれた子どもを育成するため、人や自然とふ

れあう様々な活動を実施 
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○対  象 全公立小学校、義務教育学校前期課程５年生等 

○期  間 ４泊５日以上 

※ただし、宿泊日数については感染状況や地域の実情に応じて設定する。 

 

⑩ 新 地域における読書活動の推進（社会教育課） 【1,500千円】 

読書に携わる地域人材の力を活用し、子どもの発達段階に応じて、不読率の低減 

等に向けて地域と学校が協力して行う取組のモデル構築を図り、学校・家庭・地域

が連携して子どもの読書活動を支援する環境づくりを推進する。 

 

⑪ 尼崎の森中央緑地での子育て支援型公園の展開（公園緑地課） 【14,400千円】 

未来を担う子ども達が、100年をかけて生物多様性の森づくりを進める尼崎の森中

央緑地の自然から多くのことが学べるよう、各年代に応じたプログラムを提供し、

子ども達の成長を支援 

 

⑫ ひょうごの景観ビューポイント150選の周知（都市政策課） 【448千円】 

平成 31 年２月に選定した兵庫の素晴らしい景観を見ることができる絶好の場所

「ひょうごの景観ビューポイント 150 選」について、令和 2 年度に紹介冊子を小中

高等学校に配布。 

次代を担う若い世代へ更なる周知、子供達の地域への愛着心を培うため、小中学

生を対象にした出前講座の実施 

○対象 県内公立小中学校（１校以上／県民局・県民センター） 

○内容 ひょうごの景観ビューポイント 150 選の説明、 

ＳＮＳを活用した情報発信の紹介、ＳＮＳ活用のきっかけづくり 

 

 

４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

(1) 県民意識の高揚   

① 青少年を守り育てる県民スクラム運動（男女青少年課） 【623千円】 

地域、学校、行政、保護者等が一体となり、青少年の健全育成に対する県民意識

の高揚を図り、青少年及び大人自身の規範意識を醸成 

○青少年育成スクラム会議 

 関係機関、団体、業界の参画により、少年非行への対応等について協議 

○地域における教育機能の充実 

 大人自身が社会のルールを守り、モラルの向上を図るためのキャンペーンを

実施 

○地域ぐるみの実践活動の推進 
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 補導委員等を対象に、補導活動の実践に役立てるための研修会を開催 

○業界と連携した非行防止活動の推進 

 青少年問題に関係の深い業界にその社会的責任の自覚を促し、業界ぐるみで

の積極的な青少年健全育成のための活動を促進 

 

(2) インターネット等の利用対策の推進   

① 青少年のインターネット利用対策の実施（男女青少年課）     【444千円】 

      青少年による主体的なインターネット利用のルールづくり支援等を実施 

      ○青少年のインターネット適正利用に向けた協議会の開催 

構成員 学識者、PTA、マスコミ・携帯キャリア、行政機関等 

      ○ケータイ・スマホアンケートの実施 

       県内小・中・高校生及びその保護者を対象に、青少年のネット利用の現状 

      についてのアンケート調査を実施 

 

② 青少年のスマホ等の適切な利用推進事業（男女青少年課）     【300 千円】 

青少年の適切なスマホ利用等について県民への啓発を行う 

○ワークシート配布 

生活時間やネットの使い方等を家族で話し合うためのﾜｰｸｼｰﾄを作成・配布 

配布対象：県内小学校１年生  

○スマホの利用ガイドラインによる啓発 

過度なスマホ・ネットの利用による健康等への影響を防止するため、「ス 

マホ等の利用に関するガイドライン」を活用した啓発活動を実施 

 

③ ＡＩを活用したサイバーパトロールの推進（少年課） 【2,904千円】 

ＳＮＳ上の違法有害情報を迅速かつ効率的に検索し、送信者に対して注意喚起・

警告メッセージを発信することにより、子供の性被害等の犯罪を未然に防止するた

め、ＡＩを活用したシステムを新たに導入の上実施。 

○対象：エックス等のＳＮＳ 

子どもの性被害につながるおそれのある書き込みに対するサイバーパトロー

ル等で、新たにＡＩを活用したシステムに「援交」などのキーワードを記憶さ

せ、ＳＮＳ中のキーワードに該当する投稿を自動収集した上、警察から注意喚

起・警告メッセージを送信。 

 

(3) 大麻等違法薬物対策の実施   

① 薬物乱用防止対策啓発事業（薬務課） 【1,253千円】 

薬物乱用防止対策を総合的に推進するため、関係機関との緊密な連携の下、薬物
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乱用を許さない社会づくりを推進し、危険性を訴え、薬物を拒絶する規範意識の向

上に向けて、薬物乱用防止指導員協議会が行う啓発活動を支援 

 

② 薬物乱用防止対策啓発事業（若年層啓発）（薬務課） 【456千円】 

ＳＮＳは若年層の情報収集ツールであると共に、違法薬物の取引にも利用されて

いることから、年齢や「クサ」「ハッパ」などの隠語等キーワードでターゲットを

絞り、ＳＮＳ（Twitter）利用者に警告メッセージを表示させ薬物乱用防止の啓発

を実施 

 
 

③ 危険ドラッグ対策事業（薬務課） 【1,923千円】 

平成26年に制定した「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、危険ドラッグ

店舗等の取締り、啓発活動を実施 

 

④ 新 大麻グミ等の危険ドラッグ対策事業（薬務課）       【1,980千円】 

      いわゆる「大麻グミ」に代表される危険ドラッグは若い世代を中心に乱用されて

いることから、啓発動画を作成し、ＳＮＳ（Instagram）や繁華街等の大型ビジョ

ンで放映する等啓発を実施 

 

 

II 結婚・妊娠・出産の希望が実現できる切れ目のない支援 

１ 出会い・結婚支援 

(1) 出会いの機会の創出   

① 出会い・結婚支援事業の推進（男女青少年課） 【43,195千円】 

 独身男女の出会いの機会を増やし、成婚に繋げるため、出会いサポートセンタ

ーを運営 

○個別お見合い紹介及びセンタースタッフによる個別サポート 

会員登録からお見合いまでオンラインで行うことができ、AIによる自動紹介

機能を搭載したマッチングシステムにより出会いの機会を提供 

また、出会いサポートセンタースタッフが会員の活動状況に応じたアドバイ

スを実施 

・会 員 数 3,159 人（令和６年３月末現在） 

・登 録 料 5,000 円/年 

○出会いイベントの実施や紹介 

一度に複数の相手と話をすることが出来る出会いイベントを実施するととも

に、出会うきっかけづくりの創出に賛同する協賛団体（企業・NPO・市町）等

が行うイベントを紹介 
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○結婚力アップセミナーの実施 

話し方、身だしなみ、交際マナー等を内容とした恋愛力・結婚力を向上させ

るためのセミナーを実施 

○広報ＰＲ強化 

会員数拡大を図るため、SNS 等を活用して出会いサポートセンターのイベン

ト情報や婚活コラム等を発信 

 

(2) 企業･団体･大学等の取組支援   

① 出会い・結婚支援事業の推進〔再掲〕（男女青少年課）  【43,195千円】 

 

(3) 結婚の希望を応援する機運の醸成   

① 出会い・結婚支援事業の推進〔再掲〕（男女青少年課） 【43,195千円】 

 

 

２ 結婚を応援する経済的支援策の充実 

(1) 結婚が見通せる経済的基盤づくり支援   

①若者しごと倶楽部運営事業〔再掲〕（労政福祉課）             【8,274千円】 

② ニート就労支援ネットワーク事業〔再掲〕（労政福祉課）【1,220千円】 

③ 拡 県内企業人材確保支援事業（兵庫型奨学金返済支援制度）〔再掲〕 (労政福祉課)【151,912千千円】  

④ 拡 社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業(高齢政策課)〔再掲〕【15,971千円】 

 

(2) 新婚世帯への住宅･定住支援   

① 結婚に伴う新生活の支援（こども政策課） 【226,516千円】 

新婚世帯に対して結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(家賃、引越費

用等)への支援を実施している市町に対して補助を実施 

○実施主体    市町 

○対象世帯    夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得500万円未満の新規に婚姻 

した世帯 

○対象経費     新居の住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用  

○補助上限額   夫婦共に29歳以下：600千円、左記以外300千円 
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         （いずれも１世帯当たり） 

○負担割合    都道府県主導型市町村連携コース：国2/3、市町1/3 

一般コース：国1/2、市町1/2 

 

② 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進〔再掲〕（住宅政策課）【2,930千円】 

 

③ ひょうご住まいサポートセンターの運営〔再掲〕（住宅政策課） 【26,321千円】 

 

 

３ 不妊に悩む方への支援の充実 

(1) 不妊治療等への支援   

① 新 不妊治療支援強化事業(健康増進課)           【205,700千円】 

〇 保険適用外の先進医療費の助成 

        令和４年４月に生殖補助医療の一部が保険適用されたが、先進医療は保険適

用外であり依然として医療費の負担が大きいため、受診者に対し、不妊治療に

かかる経済的な支援を行う。 

・対 象  県内医療機関で先進医療を受けた者（43 歳未満） 

       ・助成額  胚移植１回あたり３万円（回数制限なし） 

〇 先進医療にかかる通院交通費の助成              

生殖補助医療実施機関の約９割が神戸・阪神地域にあり、受診にかかる通 

院交通費負担に地域間格差が生じるため、通院交通費を支援する 

・対 象  本人（同行者は対象外） 

     ・助成額  胚移植１回の治療にかかった通院交通費の合計額から 5,000 円を

控除した額の 1/2 以内 

・対象手段 鉄道運賃、特急料金、バス、自家用車、高速道路料金 

〇 Z世代へのプレコンセプションケアの推進 

        若い世代が正しい知識を踏まえて将来の妊娠・出産を選択出来るよう高校生、

大学生を対象に妊娠・出産を含む健康についての出前講座などを実施する。 

〇 不妊治療支援の普及啓発  

不妊治療の正しい知識の普及、支援事業を SNS やチラシ、ポスターによる情

報発信する。（医療機関、行政機関、学校、企業など） 

〇 不妊治療支援特化条例の検討 

            企業の取組促進や教育現場の理解促進を図るための条例創設へ向けた検討を

行う。 
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② 不妊治療ペア検査助成事業（健康増進課）          【3,500千円】 

早期に夫婦で受診・検査を行うことにより不妊の原因を発見し、効果的な治療へ

繋げるため、不妊治療の入り口となる検査費用を助成 

○実施主体 市町 

○対 象 者 以下の要件を全て満たす者 

県内在住の夫婦（事実婚を含む） 

        初診日における妻の年齢が43歳未満 

        夫婦そろって受診した者（男女の受診間隔３か月以内） 

○対象経費 保険適用外の不妊治療にかかる検査費用 

○助成回数 １組１回限り 

○助 成 額 検査費用の7/10 

○負担割合 県1/2、市町1/2 

 

③ 不妊治療促進企業支援事業（健康増進課） 【1,096千円】 

不妊治療を行うための休暇や勤務形態の選択制の導入や、従業員の理解促進に取

り組む企業を支援し、不妊治療を推進する。 

○対 象 健康づくりチャレンジ企業 

○助成額 １企業あたり 10 万円（１回限り） 

○支給要件  

以下のア又はイのいずれかを満たした上、改正された就業規則の周知等、不

妊治療に関する社内への啓発を行うこと。 

ア 就業規則等に不妊治療休暇制度、不妊治療のための勤務形態の選択性等

を新たに明記すること（給与相当が補償される場合に限る）。 

イ 既にアを導入している場合は、新たな取り組みを導入すること。 

 

④ 不育症の治療支援（健康増進課） 【24,288千円】 

     認知度が低く、経済的な負担が大きい不育症の早期受診・治療の促進及び経済

的負担を軽減するため、新たに実施される国の補助事業も活用し、不育症検査費

用等に関する経費を助成 

ア 不育症検査費用助成事業【国補助事業】 

○ 実施主体 県、政令市・中核市 

○ 対  象 先進医療の不育症の検査 

○ 助 成 額 先進医療部分の7/10（１回当たり60千円上限） 

○ 負担割合 国1/2、県、政令市・中核市1/2 

イ 不育症治療支援事業【県単事業】 

○ 実施主体 市町（政令市・中核市含む） 

○ 対  象 保険適用外の不育症の検査や治療費 
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○ 助 成 額 検査費の7/10・治療費の1/2 

○ 負担割合 県1/2、市町1/2 

 

⑤ 若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業（疾病対策課）        【18,027千円】 

     抗がん剤や放射線治療等の影響で、将来の妊娠が見込めなくなるがん患者が将

来に希望を持って治療に取り組めるよう、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医

療に要する経費を助成 

ア 妊孕性温存治療 

      ○実施主体 県 

○対象者 がん等の治療により、生殖機能が低下または、失う恐れがあると医

師に診断された者のうち、43 歳未満の県民 

○負担割合 国 1/2、県 1/2 

○助 成 額 25 千円（精子凍結に係る治療）～400 千円（卵巣組織凍結に係る

治療） 

○助成回数 対象１人に対して通算２回 

 イ 温存後生殖補助医療 

      ○実施主体 県 

       ○対   象  がん患者が妊孕性温存治療を受けた後に、温存後生殖補助治療以

外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと

医師に診断された者のうち、治療期間の初日における妻の年齢が

原則４３歳未満の県民 

○負担割合 国 1/2、県 1/2 

○助 成 額  100 千円（アで凍結した胚（受精卵）を用いた生殖補助医療）～ 

      300 千円（アで凍結した精子を用いた生殖補助医療） 

○助成回数：初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が４０

歳未満である場合は通算６回、４０歳以上のであるときは通算３回 

 

(2) 専門相談窓口の整備･支援   

① 不妊専門相談事業（健康増進課） 【2,218千円】 

不妊治療に関する相談に加え、思春期の性感染症による不妊予防や不妊治療後

の課題、不育症、男性不妊等、幅広く対応できる総合相談事業を実施 

○不妊・不育専門相談 

・電話相談 毎月第１、３土曜日（10：00～16：00） 担当：助産師 
・面接相談 第２土曜日（14:00～17:00） 担当：助産師 

      第４水曜日（14:00～17:00） 担当：医師 

      第１火曜日（14:00～15:00） 担当：医師 

・実施場所 県立男女共同参画センター又は兵庫医科大学病院内 

      一部web相談可 

○男性不妊専門相談 
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  ・面接相談 毎月第１水曜日（15:00～17:00） 担当：医師 

        第２土曜日（14:00～17:00）   担当：助産師 

      一部web相談可 

 

 

４ 妊産婦･乳幼児に関する医療体制の充実 

(1) 周産期医療体制の整備   

① 周産期母子医療センター運営費補助事業（医務課） 【278,289千円】 

周産期母子医療センターの運営費の一部を助成することにより、診療機能の充

実や、医師・看護師等の確保や処遇改善等を行い、周産期母子医療センターの体

制を強化させ、県民が安心してお産ができる医療体制を整備 

 

② 地域周産期病院支援事業（医務課） 【2,000千円】 

県が認定した「兵庫県周産期医療システムにおける協力病院」に対し、病院の

運営に必要な経費の補助を行うことで、協力病院を確保し、周産期医療体制を維

持・強化 

○対象施設数 １施設 

 

③ 産科医等確保支援事業（医務課） 【40,000千円】 

分娩手当等を支給する分娩施設に対して財政支援を行うことにより、産科医等

の処遇を改善しその確保を図り、県民が安心してお産できる産科医療体制を確保 

 

④ 特定専門医研修資金貸与事業（医務課） 【12,000千円】 

産科医・小児科医等を目指す専攻医を対象に研修資金を貸与することで、専門

医取得を支援するとともに、専門医取得後は医師確保が困難な医療機関へ派遣す

ることにより、医療提供体制を確保 

 

⑤ 周産期医療搬送調整拠点設置事業（医務課） 【14,812千円】 

ハイリスク妊産婦の転院搬送の必要が生じた際に、産科病床の空き状況を一元

管理および受入調整を効率的に行うコーディネーターを新たに設置することで、

安心・安全な周産期医療提供体制を整備 
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(2) 小児医療の確保･充実   

① 小児救急医療相談体制の整備（医務課） 【98,108千円】 

家族からの電話相談を受け、受診の必要性や応急処置をアドバイスするとともに、

症状に応じ適切な医療機関の紹介を行う相談体制を整備 

○県内全域を対象とした子ども医療電話相談（＃8000）の翌朝までの運営 

○地域における相談窓口の設置 

  

② 特定専門医研修資金貸与事業（医務課）〔再掲〕 【12,000千円】 

 

③ 新生児担当小児科医師確保支援事業（医務課） 【2,500千円】 

新生児を担当する医師に対する手当等を支給する医療機関に対して財政支援を行

うことで、新生児担当医の処遇改善・確保を図り、県民が安心してお産できる産科

医療体制を確保 

 

④ 小児感染症対応力強化事業（疾病対策課） 【518千円】 

小児感染症患者については、限られた小児対応医療機関で対応する必要があるこ

とから、感染症対応力の強化を図るための研修等を実施 

 

(3) 小児慢性特定疾病対策の推進   

① 小児慢性特定疾病医療費（疾病対策課） 【559,061千円】 

原因が不明で治療法が確立していない小児慢性特定疾病については、治療が極め

て困難で、医療費も高額であることから、医療保険制度の自己負担分を公費負担し、

患者及び家族の負担を軽減 

 

② 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（疾病対策課） 【451千円】 

慢性的な疾病により長期にわたり療養を必要とし、多様な悩みや不安等を抱える

小児慢性特定疾病患者の健全育成及び自立を支援 

 

(4) 母子感染予防対策   

① 風しん抗体検査費用助成の実施（疾病対策課）  【12,610千円】 

先天性風しん症候群の予防のため、妊娠を希望する女性やその同居家族等を対象に

抗体検査費用を助成 

     ○対 象 者 妊娠を希望する女性及びその同居家族、妊婦の同居家族 

     ○予定件数 1,925 人 
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     ○補助上限額 6,517 円 

    

   ② 新 先天性サイトメガロウイルス感染症調査研究事業（健康増進課）  

【2,250 千円】（ふるさとひょうご寄付金） 

  新生児の聴覚障害等を引き起こす感染症「先天性サイトメガロウイルス」の早期発

見・早期治療に向けた実態調査等を実施 

 

 

５ 妊娠期から寄り添う子育て支援の充実 

(1) 妊産婦等の孤立防止支援   

① 子育て世代包括支援センターの設置促進（こども政策課・健康増進課） 【119,906千円】 

妊娠期から子育て期の各ステージを通じて、地域の関係機関が連携して、切れ目

のない支援を実施（母子保健法の改正により、各市町において子育て世代包括支援

センターを設置することが努力義務化（H29.4.1 施行）） 

○利用者支援事業の推進 

  ・実施箇所数 母子保健型 50 箇所 

基本型   27 箇所 

特定型   17 箇所 

 ・負担割合 国 1/2、県 1/6、市町 1/6 

○妊娠・出産包括支援推進事業 

  ・妊娠・出産包括支援連絡会議の開催 

 

② 悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策〔再掲〕（健康増進課） 【522千円】 

 

③ 予期せぬ妊娠SOS相談事業（健康増進課） 【12,680千円】 

身体的・精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等に、安全な場所でリアルタイム

な相談を提供するため、24時間365日体制で相談を実施 

○妊娠・出産・子育てに悩む若年妊婦等への相談支援 

 ・実施方法：電話、SNS、面談による相談、同行受診支援等 

  ・対応者：助産師、保健師 

  ・内容：妊娠・出産・育児に関する困りごと相談 

  ・負担割合：国1/2、県1/4、神戸市1/4 

  ・実施方法：公益社団法人へ委託 

○ネットワーク構築のための運営会議の開催 

  相談後の医療機関や行政と連携・協力した継続的な支援体制を構築 

  ・構成員：県医師会、県助産師会、行政（県・市町）、学識経験者等 
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④ 妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施事業（健康増進課）       

【811,522千円】 

妊婦や、特に０歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の

見通しを立てるための面談や、継続的な情報発信を行うことを通じて、必要な支援

につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出生届出を行った妊婦

に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用者負担軽減を

図る経済的支援を一体として実施する事業を支援する。 

○実施主体 市町 

○負担割合 相 談 支 援：【上半期】国 2/3、都道府県 1/6、市町 1/6 

                         【下半期】国 1/2、都道府県 1/4、市町 1/4 

経済的支援：国 2/3、都道府県 1/6、市町 1/6 

          ○対 象 者 妊婦及び０歳から２歳の子を持つ子育て家庭 

    ○基 準 額 妊娠届出時：５万円相当 

           出生届出時：５万円相当 計10万円相当 

 

(2) 妊娠期からの子育て支援の充実   

① 女性医師等再就業支援事業（医務課） 【3,018千円】 

結婚・出産・介護等で離職・退職した女性医師等を対象に、復職のための相談窓

口の設置、大学病院での臨床研修や学術研究等に係る復職支援プログラムを実施す

ることで、女性医師等のスムーズな復帰を実現 

○実施団体 県医師会、神戸大学病院 

 

② 地域の出産を支える助産師の資質向上（医務課） 【7,081千円】 

産前産後の切れ目のない妊産婦を支援する助産師の技術向上、医師との連携につ

いての研修等を実施 

○助産師資質向上研修支援事業 

地域における安全、安心、快適なお産の場を提供するため、助産師の実践能

力を強化する研修等を実施 

○助産師活用促進事業 

今後の助産師支援のあり方について検討を行い、本県における助産師の資質

向上や確保に向けた支援を実施 

 

③ 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業）（健康増進課）【58,862千円】 

生後４か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、養育環境及び母子の状況を把握、

養育についての相談に応じ助言や子育て支援情報等を提供するとともに、必要に応

じて関係機関との連絡調整を実施 
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④ 養育支援訪問事業（健康増進課） 【14,218千円】 

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる場合や、保護者に監護させ

ることが不適当であると認められる場合等に、必要な相談、指導、助言等を行うこ

とにより、家庭での養育が適切に行われるよう支援 

 

(3) 妊娠･出産等に関するハラスメントの防止   

① 妊娠･出産等に関するハラスメントの防止（労政福祉課）        【－】 

職場においてマタニティハラスメントやパタニティハラスメントをはじめとした

妊娠・出産・育児等を理由とする不利益取り扱いが生じることの無いよう、労働局

と連携し、あらゆるハラスメントを予防するための普及啓発や周知を実施 

 

(4) 健康な体づくり（食育の推進、歯と口腔の健康づくり）   

① 学校教育活動全体で行う食育の推進（体育保健課） 【518千円】 

学校給食・食育支援センター等と連携し、学校の教育活動全体を通じた食育や

小・中・高の接続を意識した食育を実施する。 

○高等学校教職員研修会の開催（年１回） 

○食育実践推進に関する有識者会議の開催（年３回） 

 ・構成員 学識経験者、学校関係者 等 

 ・内 容 教育活動全体を通じて行う食育実践方法の検討・周知 等 

○学校給食衛生管理推進研修会の開催（県内５地区） 

 

② 乳幼児期からの歯及び口腔保健対策の推進（健康増進課） 【2,330千円】 

乳幼児期からの早期に科学的根拠に基づくフッ化物応用によるむし歯予防に取り

組むことで、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを促進 

○ モデル園児への歯科健診の実施及びデータ分析 

○ 検討会等の開催（２回程度） 

○ 保育園等でのフッ化物洗口モデル事業（７市町24園） 

○ 県市町担当者連絡会議の開催 

 

(5) 受動喫煙対策等の推進   

① 受動喫煙対策等推進事業（健康増進課） 【9,640千円】 

受動喫煙の防止等に関する条例及び健康増進法を踏まえ、喫煙による健康被害の

防止を啓発するとともに、大人に比べてたばこの有害物質の影響を受けやすい子ど

もに対する喫煙防止教育の充実を図るほか、受動喫煙対策に関する相談支援と啓発
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を実施するなど、受動喫煙のない快適な生活環境づくりを推進 

○条例の普及啓発の推進 

○20歳未満向け喫煙及び受動喫煙防止リーフレットの作成 

○相談・指導体制の充実 

 ・受動喫煙対策支援員等の配置 

 ・条例の遵守に向けた施設への改善指導等 

 

 

III  幼児教育・保育と子育て支援 

１ 保育の受け皿の拡大 

(1) 保育所、認定こども園の整備   

① 保育所緊急整備事業（こども政策課） 【18,130千円】 

待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境改善などの保育所

の施設整備に要する費用の一部を補助 

○整備予定数 １箇所（１市） 

○負担割合 新子育て安心プランによる財政支援対象市町 国2/3、市町1/12、事業者1/4 

       上記以外の市町 国1/2、市町1/4、事業者1/4 

 

② 賃貸物件による保育所等整備支援事業（こども政策課） 【2,358千円】 

   定員拡大に向けた、駅前等における賃貸による保育所等の整備を支援 

○事業主体 市町 

○対象施設 民間保育所、認定こども園、地域型保育事業 

○補助要件 賃貸物件を活用し、施設の新設等により定員を拡大する保育所、認

定こども園、地域型保育事業であって、建物賃料が賃料加算の額の

1.5 倍を超え、３倍以下である施設 

○対象経費 賃料加算額を 1.5 倍にした額と建物賃料の差額 

○負担割合 県 1/3、市町 1/3、事業者 1/3 

 

③ 保育所等用地取得に関する利子負担軽減事業（こども政策課） 【1,529千円】 

    用地を取得して施設を整備する保育所に対して用地取得に係る利子負担の一部を

補助 

    ○事業主体 市町 

○対象施設 保育所等の新増設で定数を５人以上拡大するもので、用地取得にあ

たり福祉医療機構から借入を行うもの 

○対象経費 借入期間中の利子総額 

○負担割合 県1/3、市町1/3、事業者1/3 
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○件  数 １件 

 

④ 拡 認定こども園整備等促進事業（こども政策課） 【34,495千円】 

保育所及び幼稚園が、認定こども園に移行する際に実施する施設整備等に対し、

国庫補助の対象外となる施設の拡充に要する経費及び必要となる準備経費の一部を

支援することにより、認定こども園の普及を促進 

○認定こども園施設整備補助（18,495千円） 

 ・箇 所 数 ３箇所 

 ・負担割合 県1/2、事業者1/2 

 ・実施主体 幼稚園型認定こども園を整備する私立幼稚園 

保育所型認定こども園を整備する民間保育所 

幼保連携型認定こども園を整備する私立幼稚園、民間保育所 

○移行促進補助（16,000千円） 

       ・箇 所 数 20箇所 

       ・負担割合 私立幼稚園 国1/2、事業者1/2 

             民間保育所 県1/2、事業者1/2 

       ・補助対象経費 認可・認定申請業務に要する経費（人件費） 

             拡移行に必要な備品等の購入に要する経費（R6より幼稚園も対象） 

 

⑤ 子どものための教育・保育給付費県費負担金（こども政策課）【32,503,445千円】 

幼児期の学校教育、保育を総合的に推進するため、幼稚園、保育所、認定こども

園、地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅

訪問型保育事業）を利用する子どもに対する財政支援である「施設型給付」・「地

域型保育給付」を市町に支弁 

○実施主体 市町 

○負担割合 国1/2、県1/4、市町1/4（一部 県1/2、市町1/2） 

○給 付 額 公定価格から利用者負担額を減じた額 

○幼児教育の無償化  

令和元年10月から実施された幼児教育の無償化に要する費用の一部を負担 

 

(2) 多様な受け皿の確保   

① 企業主導型保育事業の促進（こども政策課） 【5,499千円】 

従業員の多彩な働き方に対応した保育サービスを提供する企業主導型保育事業の

整備や運営の充実を図るとともに地域枠の拡大を促進 

○企業主導型保育事業推進窓口の設置等 

県内に推進窓口を設置するとともに、企業向けセミナーを開催することで、企

業主導型保育事業を推進 
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・設置場所 こども政策課内 

・業務内容 開設・運営に関する相談、助成額の試算支援、 

先行事例の横展開、運営ノウハウ等のセミナーの開催（２回） 

○企業主導型保育事業促進事業 

新たに地域枠定員を２人以上設け、地域の保育が必要な子どもを受け入れる企

業主導型保育事業を支援 

・実施主体 市町 

・補助要件 新たに地域枠定員２人以上を設けること 

・対象経費 保育上必要となる備品 

(小型遊具、絵本、フロアマット、ロッカー等の保育用品) 

・補助単価 200千円/人(上限10人) 

・対象施設 ２施設 

・負担割合 県2/5、市町2/5、事業者1/5  

 

(3) 既存の保育資源を活用した受入支援   

① 保育定員弾力化緊急支援事業（こども政策課） 【3,799千円】 

既存施設の定員の弾力化により受入人員の拡大を図るため、受入れに要する保

育用品の購入経費及び保育の質を確保するための保育士等の研修費用を支援 

○事業主体 市町（新子育て安心プラン採択市町に限る。） 

○対象施設 民間認可保育所、民間認定こども園 

○補助要件 定員の弾力運用で２・３号認定児童※の受入人員を前年度と比較し

て年度平均在所数で２人以上拡大した場合 

       ※保育を必要とする0～2歳児（3号）、3～5歳児（2号） 

○対象経費 ①小型遊具、絵本、フロアマット、ロッカー等の保育用品購入費、   

②保育士等の研修費用 

○補助単価 200千円/人(上限10人)(ただし、②は100千円を上限) 

○負担割合 県1/3、市町1/3、事業者1/3 

○実施箇所数 16施設 

○事業期間 令和６年度末まで 

 

② 保育定員の拡大に伴う保育環境改善事業（こども政策課） 【1,332千円】 

既存施設を活用した保育定員の拡大を図るため、子どもの受入れ環境改善に要す

る遊具の更新経費などを支援 

○事業主体 市町 

○対象施設 民間保育所、保育所型認定こども園 

○補助要件 定員を５人以上拡大する場合 

○対象経費 遊具等の備品や保育環境の維持･向上に必要な施設整備に係る経費 

○補助基準額 2,000千円／園 

○負担割合 県1/3、市町1/3、事業者1/3 



44 

 

(4) 持続可能な保育提供体制の確保   

① 新小規模保育事業のあり方に関する調査研究事業（こども政策課）【10,000千円】  

原則、０～３歳未満の乳幼児の保育を行う小規模保育事業が、３歳以上児の受

け入れが可能となっていること等を踏まえ、新規開設や事業継続に必要な要件

（場所・人など）や、先行事例等を調査研究 

 

 

２ 保育人材の確保 

(1) 新規資格取得支援の実施   

① 保育人材確保対策貸付事業費補助（こども政策課） 【－】 

保育士資格保有者の拡大と復職支援を進めるため、保育士資格取得を目指す学生

への修学資金の貸付や、保育士資格取得を目指す保育補助者を雇用する施設への雇

上経費の貸付、再就職する保育士への就職準備金や未就学児に係る保育料の貸付を

行うための原資を助成（実施主体への事業費補助はH28年度実施済み） 

○実施主体 （公社）兵庫県保育協会 

○貸付内容 

区分 
保育補助者 
雇上費貸付 

未就学児をもつ保
育士に対する保育
料の一部貸付 

就職準備金 
貸付 

保育士修学資金
貸付 

未就学児を持つ
保育士への預か
り支援利用料の

一部貸付 

対象 

経費 

保育士資格取
得を目指す保
育補助者の雇
用に要する費
用 

新たに就職す
る潜在保育士
が支払うべき
未就学児の保
育料等 

潜在保育士の
復職が決定し
た際の就職準
備資金 

経済的状況等か
ら貸付が必要
で、学業優秀な
者として、指定
保育士養成施設
の推薦を受けた
学生の修学に要
する費用 

勤務時間の都合
で利用する預か
り支援に関する
事業（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻ
ﾎﾟｰﾄ事業、ﾍﾞﾋﾞ
ｰｼｯﾀｰ派遣事業
等）の利用料 

上限

額 

年295万3千円 
(一定の要件
を満たす保育
所等では221
万5千円以内
を加算) 

保育料の1/2 
(月額２万７千円
以内) 

40万円以内 

入学準備金 
 20万円 

授 業 料 等 
 ５万円 

就職準備金 
 20万円 

利用料金の半額 
(年額 12 万 3 千
円以内) 

貸付 
期間 

３年間 １年間 １回限り ２年間 ２年間 

返還 
免除 
要件 

保育補助者が
３年間で保育
士資格を取得 

県内の保育所
等で２年間就
業 

県内の保育所
等で２年間就
業 

保育士資格を取得
後、県内の保育所
等で５年間就業 

県内の保育所等
で２年間就業 

 

② 保育教諭確保のための資格取得支援（こども政策課） 【7,032千円】 

幼保連携型認定こども園で働くために必要な資格（幼稚園教諭免許や保育士資格）
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の取得を支援するため、養成施設受講料及び代替職員雇上費用等を助成 

○補 助 額 養成施設受講料 上限100千円 

        代替職員雇上費用 7,440円/日 

 

(2) 就業継続支援の実施   

① 保育体制強化事業（こども政策課） 【75,224千円】 

保育に関する周辺業務や児童の園外活動時の安全管理に地域の多様な人材を活用

し、保育士の業務負担を軽減 

○ 対象施設 保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園等 

○ 実施主体 市町 

○ 補助対象 

・保育支援者の配置    100千円／月 

・園外活動時の見守り    45千円／月 

・スポット支援員の配置  45千円／月 

○負担割合 国1/2、県1/4、市町1/4 

○実施箇所数 595施設 

② 保育士キャリアアップ研修事業（こども政策課） 【8,701千円】 

保育士等の追加的な処遇改善の要件となる保育技能の向上に向けた専門的研修を

実施し、習得する技能に応じた施設型給付等（前掲）のキャリアアップが図れる仕

組みの構築に取り組むことで、保育の質向上と保育士の離職防止を促進 

○実施内容 

 ・乳児保育等８分野について、県と市町で役割分担のうえ実施 

     県４分野、市町４分野 ※政令・中核市を除く 

     県：①障害児保育、②食育・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応、③ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、④保育実践 

     市町:⑤乳児保育、⑥幼児教育、⑦保健衛生・安全対策、⑧保護者支援・子育て支援 

 ・県実施分については、３分野（①～③）２回（200人／回）を実施 

  ※１分野（④）は「潜在保育士復職支援研修」として実施 

 

③ 保育の質向上のための処遇改善（こども政策課） 【30,526千円】 

保育人材の確保と職員の定着を支援し、保育の質の向上を図るため、公定価格の

対象外となる保育所等の職員も、経験年数概ね３年以上の技能・経験の水準の者を

対象とする処遇改善を受けられるよう支援 

○対象施設 公定価格の基準以上に職員を配置している民間保育所、幼保連携型

認定こども園、保育所型認定こども園（政令・中核市域除く）  

○補 助 額 (１施設あたり)月５千円×1/2×単独加配職員の 8／15 の人数分 

○負担割合 県10/10 
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④ 兵庫県病児保育士処遇改善事業（こども政策課） 【630千円】 

病児保育事業における保育士の確保と専門性の強化を図り、働きながら安心して

子育てできる環境整備を支援するため、病児保育に関する研修を受講した保育士が

いる施設の処遇改善を支援 

○事業主体 市町 

○対象施設 病児対応型・病後児対応型病児保育施設（国庫事業） 

○補助要件 施設に病児保育に関する一定の研修を受講した保育士がいること 

      施設が保育士に対して給与の増額等処遇改善を行っていること 

      市町による処遇改善事業が実施されていること 

○補助基準額 １施設あたり年額120千円（上限） 

○負担割合 県1/2、市町1/2 

 

(3) 離職者の再就職支援の実施   

① 潜在保育士復職支援研修（こども政策課） 【3,915千円】 

潜在保育士の再就職において障害となっている保育士の不安感を取り除くために

学科や実習を盛り込んだ研修を実施 

○実施地域 保育を必要とする児童が多い地域 

○研修日数 １地域あたり３日間（座学２日、実習１日）程度 

○受講日数 １地域あたり30人程度 

 

② 保育士・保育所支援センター開設等事業（こども政策課） 【15,993千円】 

保育士の専門性向上と質の高い人材の安定確保に向け、潜在保育士の就職や活用

支援等を行うため、保育士・保育所支援センターを運営 

○実施主体 （公社）兵庫県保育協会 

○設置場所 兵庫県福祉センター内 

○実施内容 保育士等人材バンクの運営 

       民間保育所就職フェアの開催 

 

③ 保育士人材確保研修等事業（こども政策課） 【1,150千円】 

保育士養成施設の学生等を対象にした保育士の人材確保及び就業継続支援を目的

とした研修や、保育実習の質の確保を目的とした研修を実施することにより、不足

している保育士人材の確保を図ることにより、保育の質の向上に寄与 
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３ 保育の質の確保 

(1) 保育士等の資質･専門性の向上   

① 拡 認定こども園・保育所等ホットライン（こども政策課） 【12,502千円】 

認定こども園・保育所等の保育施設の制度や基準、乳幼児教育・保育等の質問や相

談の県内一律の相談システムを運営 

○対 象 者 県内保育施設等で勤務する職員・保護者等 

○相談方法 ・電話相談 ♯7350（保育のなやみごとゼロ）・078-362-3654 

・LINEチャット相談、メール相談 

保育相談専門コーディネーターが対応 

   ○対応時間 ・電話相談 

 平日9:00～21:00 、土日祝9:00～17:00（12/29～1/3除く） 

・LINEチャット相談、メール相談 

 平日9:00～17:00 (開庁日) 

 

② 特色ある保育の推進（こども政策課） 【2,274千円】 

保育の質向上に積極的に取り組む民間保育所を表彰し、保育の質を向上 

○保育大会の開催 

・開催場所 芦屋市 

・開催時期 令和６年９月28日 

・参加人数 約800人 

○創意工夫保育賞の授与 

特色ある保育に取り組んでいる保育所等について選考を行い、創意工夫保育

賞を授与（１～２箇所程度） 

 

③ 認定こども園園長研修等の実施（こども政策課） 【2,429千円】 

県独自の園長認定制度に伴う園長資格に必要となる研修及び主幹保育教諭等の質

向上のための研修を実施 

○園長研修 

・対 象 者 認定こども園の園長または園長就任予定者 

・期  間 ５日間（30時間）程度 

○主幹保育教諭研修 

・対 象 者 認定こども園の主幹保育教諭等 

・期  間 １日（６時間）程度 

 

④ ひょうご保育士等キャリアパス総合促進事業（こども政策課）  【6,353千円】 

保育の質の確保のため、保育士等のキャリアアップ及び質の向上に対するモチベ

ーションの向上を図るとともに、全ての保育士等が十分に研修を受講できる環境を
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整備 

○ひょうご乳幼児教育・保育マイスターの養成 

    一定の要件を満たした上で養成研修を修了した者に対し、県が設置する審査

会において審査を行い「ひょうご乳幼児教育・保育マイスター」として認証 

・対象者 県内の私立保育所、認定こども園、幼稚園等の園長、主任、中堅 

保育士等で一定の要件を満たす者 

・人 数 200人 

・受講要件  

 ・資格要件 保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれかを保有 

 ・職務経験 乳幼児教育・保育への従事歴が10年以上 

 ・研修受講歴（いずれかを修了していること） 

   ［園長・施設長級］計30時間(認定こども園園長等研修等) 

   ［副園長・主任級］計30～50時間 

      （認定こども園主幹保育教諭研修に加え、認定こども園園長

研修または保育士等キャリアアップ研修３分野） 

   ［中堅保育士(副主任・中核リーダー級)］計120時間 

      （保育士等キャリアアップ研修全８分野） 

・実施方法 （公社）兵庫県保育協会へ委託（審査会及び認証は県が実施） 

○加配保育士等の研修参加支援（代替要員費助成） 

   公費により人件費が措置されていない加配保育士等の研修参加に係る代替要

員の人件費について、公定価格における代替要員費相当を助成 

・対象施設 私立保育所、私立保育所型・幼保連携型認定こども園（政令 

市・中核市所在施設を除く） 

・助成要件 公定価格上の必要保育士等数を超えて保育士等を配置し、施設 

の全保育士等の研修参加延べ日数が全保育士等数×３日を上回 

ること 

・助 成 額 加配保育士等数×21千円×1/4 

 

⑤ 特別支援保育加配事業（こども政策課）          【25,428千円】 

発達障害児等を受け入れる私立認定こども園のうち、国庫補助（多様な事業者の

参入促進・能力活用事業）の対象外となる施設に対し、職員の加配に必要な経費を

県独自で支援 

・補助要件  対象となる障害児を１名(※)受け入れる私立認定こども園 

       ※国制度では「２名以上」が対象 

・実施主体  市町（政令中核市を除く） 

・補助単価  32,600円／月・人（負担割合 県1/2、市町1/2） 

 

⑥ 私立保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業（こども政策課）【9,600千円】 

障害児等の保育所等への受入れを支援するため、保育士等への助言指導及び保
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護者への育児専門相談を行う子育て支援カウンセラー（臨床心理士等）の、私立

認可保育所等への配置を支援 

・補助要件  子育て支援カウンセラー（臨床心理士等）を配置し、保育士等

への指導助言や保護者相談を年12回程度実施する園 

・実施主体  市町（政令中核市を除く） 

・補助単価  １施設あたり16千円×12回（負担割合 県1/2、市町1/2） 

・実施期間  ３年間で全施設を対象とする（1施設あたり単年度補助） 

 

⑦ 多様な主体の参入促進・能力活用事業（新規参入施設への巡回支援）（こども政策課）【2,132千円】 

良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図るため、保育施設、地域子育て

支援事業に新規参入する事業者に対して、事業経験のある者を活用した巡回支援等を

行うのに必要な費用の一部を補助 

○実施箇所 17箇所（３市町） 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

⑧ 新 保育現場の給食提供あり方合同研修(こども政策課)         【568 千円】 

保育現場における栄養管理の実践や適切な給食提供の在り方など、適切な食事計

画の作成に必要な知識を深め、幼少期における食習慣や栄養知識等を習得し、食の

安全・安心意識の醸成に繋げる研修を実施。 

○ 対象者 保育所・認定こども園の施設長、栄養士 

市町、健康福祉事務所の担当者 

○  内容    講義 

・厚生労働省が定める食事摂取基準の概要 

・乳幼児期における食習慣、栄養管理の重要性 

・個人の特性に応じた食事管理と、誤配食の危険性  

グループワーク 

 

   ⑨ 新 保育所等における不適切事案の防止に向けた研修(こども政策課)【454 千円】 

      虐待や不適切保育の概要、防止及び不適切保育を生じさせない職場環境づくりな

どについて、保育所等と対象とした研修を実施。 

○ 対象者 保育所、認定こども園などの施設長等 

      ○ 内容   ・不適切保育の概要 

・不適切保育の防止 

・不適切保育を生じさせない職場環境づくり 

 

⑩ 保育士キャリアアップ研修事業〔再掲〕（こども政策課）        【8,701千円】 

 

⑪ 保育の質向上のための処遇改善〔再掲〕（こども政策課）          【30,526千円】 

 



50 

 

(2) 保育に専念するための支援の実施   

① 拡 子育て支援員認定等研修（こども政策課）                  【13,412千円】 

保育や子育て支援に関心を持ち、子育て支援業務に従事することを希望する者を

対象とした、子育て支援に関する研修、認定、登録を実施するとともに、質の向上

を図り子育て支援に関わる人材を広く養成 

○実施主体 県 

○実施コース 地域保育コース（地域型保育） 

      地域子育て支援コース（利用者支援事業） 

      新放課後児童コース 

      社会的養護コース 

       質の向上研修 

 

② 保育体制強化事業〔再掲〕（こども政策課）  【75,224千円】 

 

(3) 適切な指導監査の実施   

① 認定こども園の適正な運営の推進〔再掲〕（こども政策課）  【15,520 千円】 

「認定こども園の適正運営・再発防止のための指針（H29.７）」に基づき、認定

こども園の更なる適正運営や質の向上を推進 

○認可・認定時の審査の厳格化 

○指導監査等の強化 

○研修制度（認定こども園園長研修等）の充実 

○自己点検・自己評価制度の推進 

○認定こども園・保育所等ホットラインによる相談の実施 

 

② 「子育てのための施設等利用給付」に係る監査業務説明会（こども政策課）  【266千円】 

令和元年１０月から始まった幼児教育・保育の無償化により創設された「子育て

のための施設等利用給付」の対象となる認可外保育施設等に対する監査業務にかか

る説明会を実施 

○対  象 県・市町の監査事務担当職員約100名 

○監査対象 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活

動支援事業、預かり保育事業 
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４ 多様なニーズに対応した子育て支援の実施 

(1) 緊急時等における子育て支援の充実   

① 病児・病後児保育推進事業（こども政策課） 【538,736千円】 

就労の状況等から病気や病後の子どもを看ることができない保護者を支援する病

児・病後児保育事業を推進 

○対  象 保護者の労働等により家庭で保育を行うことが困難な病児・病後児 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

○実施類型 

病児対応 型 病後児対応型 体調不良児型 訪  問  型 

病気の回復期に至

っていないため集

団保育が困難な児

童を保育 

病気の回復期で集

団保育が困難な児

童を保育 

保育中、体調不良

となった児童に対

し、保育所等にお

いて一時的に対応 

病児・病後児の自

宅において一時的

に保育 

 

② 病児・病後児保育施設整備費補助（こども政策課） 【56,552千円】 

病児・病後児保育事業を実施するための施設整備（創設及び改築、拡張、大規模

修繕）に要する経費を助成 

○整備予定箇所  １箇所 

○負担割合  国1/3、県1/3、市町1/3 

        国3/10、県3/10、市町3/10、法人1/10（※設置主体が法人の場合） 

 

③ 一時預かり事業（こども政策課） 【1,044,154千円】 

一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身

体的負担を軽減する必要がある場合等に、保育所等において児童を一時的に預かる

ことで、安心して子育てができる環境を整備 

○実施箇所 幼稚園型   640箇所 

       幼稚園型以外 735箇所 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

④ 延長保育事業（こども政策課） 【368,250千円】 

保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する子どもについて、通常の利用

時間以外の時間に保育を実施することにより、子育てにおける負担の軽減や仕事と

子育ての両立支援など、安心して子育てできる環境づくりを推進 

○実施箇所 保育短時間  553箇所 

      保育標準時間 963箇所 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 



52 

 

⑤ 医療的ケア児保育支援事業（こども政策課） 【43,618千円】 

看護師等の配置による医療的ケア児を受け入れる保育所等への補助等により、保育

所等における医療的ケア児の受入体制を整備 

○ 補助基準額 

区  分 補助基準額 

基本分 
保育所等 

看護師等配置 

※2名以上のケア児受入に対し看護師等

を複数配置する場合5,290千円加算あり 

5,290千円 

保育士等配置 

※2名以上のケア児受入に対し保育士等

を複数配置する場合4,950千円加算あり 

4,950千円 

市 町 巡回看護師の配置 5,010千円 

加算分 

保育所等 

研修受講支援 300千円 

補助者配置 2,232千円 

備品補助 100千円 

災害対策備品整備 100千円 

市 町 
医療的保育支援者配置 2,170千円 

 （喀痰吸引等研修受講者） 130千円 

市 町 
ガイドライン策定 577千円 

検討会設置 360千円 

○ 負担割合 国1/2、県1/4、市町1/4 ※国2/3、県1/6、市町1/6 

   ※3年後の医療的ケア児の保育ニーズ（見込）に対して、受入 

予定（見込）が上回る場合に、国負担割合の嵩上げ適用。 

○ 実施市町 14市町29施設 

 

(2) 家庭の事情に応じた柔軟な支援   

① 子育て短期支援事業（児童家庭課） 【19,881千円】 

保護者の病気などで、子どもの養育が一時的に困難となった場合に、子どもを児

童養護施設等で預かることで安心して子育てができる環境を整備 

また、保護者がレスパイト・ケアの必要性を感じたときに安定して利用すること

ができるよう、専従・専任職員の配置支援を行うとともに、多様化する支援ニーズ

に応じた支援の提供に要する費用を補助 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

② ファミリー・サポート・センター事業（こども政策課） 【87,221千円】 

育児の援助を行いたい人と受けたい人をつなぎ、一時預かり（病児・病後児預か
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りを含む）等の相互援助活動に関する連絡、調整を行うファミリー・サポート・セ

ンターを運営する市町を支援 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

③ 子育て世帯訪問型支援事業（こども政策課）           【83,492千円】 

家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭等の居宅を訪問支援員が

訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実

施することにより家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。

また、県にて、早期に事業着手した自治体の事例共有や意見交換の場を設け、市

町における円滑な事業実施を図る。 

○ 支援対象  

・保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児

童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭 

・食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支

援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれ

のある家庭 

・若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必

要と認められる妊婦のいる家庭 

・その他、市町が特に支援が必要と認めた家庭 

○ 負担割合 国1/2、県1/4、市町1/4 

 

④ 児童育成支援拠点事業（こども政策課）〔再掲〕        【76,626千円】 

⑤ 一時預かり事業〔再掲〕（こども政策課） 【1,044,154千円】 

⑥ 利用者支援事業〔再掲〕（こども政策課） 【115,973千円】 

 

 

(3) 在宅育児世帯等への支援の実施   

① 地域子育て支援拠点事業（こども政策課）  【546,336千円】 

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の不安感等に対応するため、

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置し、子育て支援

機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを支援 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

② 乳幼児子育て応援事業（教育課・こども政策課）         【895,190千円】 

少子化の進展などにより家庭の教育力の低下が懸念される中、私立幼稚園や保育

所における幼児教育体験や親教育、遊び指導等の新たな子育て支援の取組を支援 

○保育所（対象：在宅の０～２歳児及びその親） 
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・実施内容 親を対象とした教室（離乳食指導・しつけ等）､子どもの預かり､

親子で体験する講座（粘土遊び・ベビーマッサージ等） 

・拡対象経費 人件費、事務費、備品購入費 

・実施回数 １か所当たり年間96回もしくは48回 

・補助単価 96回：1,200千円 

48回： 600千円 

    ○幼稚園（在宅児子育て応援事業） 

・実施内容 幼児教育体験、親子交流会、育児相談 等 

・実施回数 年間96回上限 

・補助単価 ８千円～20千円（１回当たり） 

○幼稚園（１歳児子育て応援事業） 

地域の乳幼児と親が気軽に集い交流する｢子育てサロン｣を開設する私立幼稚園

等に補助 

 

③ アウトリーチ型在宅育児相談事業（こども政策課） 【9,137千円】 

子育ての悩みや不安を抱え在宅で育児をする世帯をより積極的に支援するため、

アウトリーチ型の子育て相談を実施 

○ 対 象 者 県内で在宅育児（就学前まで）を行う保護者 

○ 対応時間 平日（祝日及び年末年始を除く）の９時～17時 

○ 相談内容 産後の悩み、母乳、子どもの発育・発達、離乳食、アレルギー、

生活・遊び、しつけ、歯科・口腔衛生等 

○ 相談方法 

・ 電話相談・LINEチャット相談 

保育士資格を有する保育相談専門員が対応 

・ Web又は訪問相談（専門相談） 

県へ事前登録した助産師、看護師、栄養士、歯科衛生士等の専門職や育児

ピアサポーターが、相談内容に応じて対応 

 

④ まちの子育てひろば事業（男女青少年課） 【3,912千円】 

子育て中の親子が気軽に集い、仲間づくりを通して子育ての悩みを話し合い、情

報交換ができる場づくりを推進（令和６年３月：1,932箇所） 

○まちの子育てひろばコーディネーターの配置（１人） 

○ひろばアドバイザーの派遣 
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５ 幼稚園における取組の充実 

(1) 幼児期の教育の充実   

① 私立幼稚園認定こども園特色教育推進事業（教育課） 【75,000千円】 

私立幼稚園が実施してきた特色教育を子ども・子育て支援新制度の認定こども園

としても継続実施できるよう支援 

○事業内容 学校法人立の認定こども園が実施する特色教育に要する経費を補助 

 （例）農作物の栽培体験、防災教育、ボランティア教育 等 

 

② 幼児の運動習慣づくり推進事業（スポーツ振興課） 【320千円】 

第２期スポーツ推進計画に基づき、運動・スポーツが好きな子どもの増加を図

るため、幼児期からの運動習慣の基盤づくりに取り組む。令和６年度は運動遊び

等の事例集を作成・周知し、課題等の分析を実施するとともに、保育者及び保護

者等への普及・啓発の方策を検討。 

 

○ 幼児の運動習慣づくり推進会議の開催 

回 数 年２回（７月、R7年１月）※予定 

構 成 10人（学識経験者、地域指導者、幼稚園関係者、関係機関職員等） 

   内 容 県内の現状と課題分析 

    運動遊び等の内容検討 

   指導のコツを含めた運動遊び等の周知方法の検討 

○ 事例集説明会の開催 

回 数 年１回（10月）※予定 

対 象 保育者（幼稚園教諭、保育士、保育教諭） 

内 容 運動遊び等の紹介 

    各施設への周知・徹底 

 

(2) 幼稚園教諭の人材確保   

① 私立幼稚園教員確保支援事業（教育課） 【1,731 千円】 

○私立幼稚園就職フェア開催支援事業(680千円) 

私立幼稚園等の人材確保を図るため、幼稚園教員養成校を卒業見込みの学生等

を対象に開催する私立幼稚園就職フェアを支援 

○人材登録センターの運営支援(1,051千円) 

転居・育児等の事情で離職した再就職希望者等、潜在幼稚園教諭の復帰支援を

行う人材登録センターの設置・運営に対し補助 

・実施主体 (一社)兵庫県私立幼稚園協会 
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(3) 幼児教育の質の確保･向上   

① 私立幼稚園等子育て支援カウンセラー事業（教育課） 【59,100千円】 

発達が気になる園児や子育てに不安を抱える保護者への継続的なケアを行うため、

カウンセラーを配置する私立幼稚園等に対し補助 

○対象園数 229園 

○実施回数 年6回以上 

○補助単価 150千円／年（年12回以上実施する場合は300千円／年） 

 

② 幼児教育連携促進事業（義務教育課） 【9,271千円】 

幼稚園、認定こども園、保育所の関係する機関が連携し、本県における幼児教育

の更なる充実を推進 

○幼児教育連携促進協議会の開催（年２回） 

○全県幼児教育連携促進研修会の開催 

○「すくすく ひょうごっ子（幼児教育資料・親子ノート）」の配布 

 ・作成部数 約５万部 

 ・配 布 先 県内園所に通う３～５歳児の保護者 

 

(4) 社会ニーズを踏まえた子育て支援の実施   

① 乳幼児子育て応援事業〔再掲〕（教育課・こども政策課）   【895,190千円】 

 

② 幼児教育連携促進事業〔再掲〕（義務教育課）           【9,271 千円】 

 

 

６ 子育てや教育に係る経済的負担の軽減 

(1) 幼児教育･保育の無償化の推進   

① 幼児教育・保育の無償化〔一部再掲〕（こども政策課）  【7,767,551千円】 

令和元年10月から、全ての３～５歳児、住民税非課税対象の０～２歳児を対象

に、幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設等の費用を無償化 

○施設型給付〔再掲〕(6,347,720千円) 

○子育て支援施設等利用給付(1,419,831千円) 

・施設ごとの無償化の概要 
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対象施設・サービス 無償化の内容 

幼稚園（新制度）、保育所、認定こども園 無償 

地域型保育（小規模保育、家庭的保育等） 無償 

幼稚園（私学助成） 月 2.57 万円を上限に無償 

幼稚園の預かり保育 月 1.13 万円を上限に無償 

企業主導型保育事業 無償 

障害児通園施設＋幼稚園、保育所等 無償 

認可外保育施設 
※５年間で指導監督基準を満たす必要あり 保育の必要性がある児童に限

り月 3.7 万円を上限に無償 
(0～2 歳児は月 4.2 万円上限) 一時預かり事業、病児保育事業、 

ファミリー・サポート・センター 

・幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業等の詳細 

区 分 新制度 私学助成園 

保

育

料 

対象児童 
･０～２歳（非課税世帯のみ） 

･３～５歳（所得制限なし） 
全園児 

補助限度額 無償 25,700 円／月 

負担割合 国 1/2、県 1/4、市町 1/4 

県負担額 6,056,444 千円 917,400 千円 

預

か

り

保

育

料 

対象児童 
保育の必要性がある 

１号認定の児童 
保育の必要性がある園児 

補助限度額 11,300 円／月 

負担割合 国 1/2、県 1/4、市町 1/4 

県負担額 192,785 千円 

   ・認可外保育施設等の詳細 

区 分 認可外保育施設等 
一時預かり、病児・病後児保育、 

ファミリー･サポート･センター 

対象児童 
保育の必要性がある児童 

・０～２歳（非課税世帯のみ） 

・３～５歳（所得制限なし） 

補助限度額 
０～２歳 42,000 円／月 

３～５歳 37,000 円／月 

※ 認可外施設等と一時預かり等の合算 

負担割合 国 1/2、県 1/4、市町 1/4 

県負担額 309,646 千円 
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② 「子育てのための施設等利用給付」に係る監査業務説明会〔再掲〕 

                                                      （こども政策課）【266千円】 

 

③ 地域における多様な集団活動事業の利用支援事業（こども政策課）  【13,250千円】 

幼児教育・保育の無償化の影響を受けていない、地域において多様な集団活動

を行う施設等を利用する満３歳以上の幼児の保護者が支払う利用料を支援 

○基 準 額 対象幼児１人あたり上限 20,000 円（月額） 

○給付方法 保護者への直接給付 

○対象施設 市町が定める基準に適合した施設 

○負担割合 国：県：市＝１：１：１ 

 

(2) 高校等における教育費の負担軽減   

① 私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援（教育課） 【14,028千円】 

学資負担者の経済的不況に起因する失業、倒産等による家計急変から就学が困

難になった者に対し、授業料の軽減を実施する学校法人を支援 

○ 補 助 対 象 家計急変が発生した年度やそれ以降に、年収が 400 万円未満相

当の者に対して授業料軽減補助を行う私立小学校・中学校 

○ 対 象 経 費 軽減する授業料 

○ 補 助 金 額 上限 33.6 万円/人 
 

② 拡 私立高等学校等生徒授業料軽減補助〔再掲〕（教育課）     【988,406千円】 
 

③ 拡 私立高等学校等奨学給付金事業〔再掲〕（教育課）   【615,739千円】 
 

④ 私立高等学校等入学資金貸付事業〔再掲〕（教育課）     【19,243千円】 
 

⑤ 就学支援の実施〔再掲〕（財務課・教育課）      【15,409,159千円】 
 

⑥ 特別支援学校等就学奨励費（財務課・教育課）         【693,699千円】 

特別支援学校等への就学の特殊事情を考慮し、保護者の経済的負担を軽減するた

め、必要な経費を補助 
 

⑦ 国公立高等学校における奨学のための給付金の支給〔再掲〕（財務課） 

          【1,159,968千円】 
 

⑧ 高等学校奨学資金貸与事業〔再掲〕（財務課）                  【－】 
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(3) 高等教育における教育費の負担軽減   

① 新 県立大学の授業料等無償化（教育課）           【518,515 千円】 

兵庫の若者が、学費負担への不安なく、希望する教育を受けることができるよう、

県が設置している県立大学（兵庫県立大学、芸術文化観光専門職大学）について、

県内在住者の入学金及び授業料を学部、大学院ともに、所得にかかわらず無償化 

○R6年度対象学年 

在学生と新入生との支援格差を考慮し、在学生（高学年）より段階的に実施 

・学部生  新４年生 

・大学院生 前期課程新２年生、後期課程新３年生 

 

② 拡 高等教育の無償化に伴う授業料・入学金減免の実施(教育課ほか) 【1,654,076千円】 

高等教育の無償化により、低所得世帯であっても、社会で自立して活躍できるよ

う、国・県が授業料・入学金の減免を実施 

（県の対応） 

区分 学校名 所要額(千円) 負担割合 

公立 大学 県立大学 226,093 
県単 

専門職大学 33,371 

専門学校 農業大学校 1,664 

(一部国庫) 森林大学校 0 

総合衛生学院 244 

私立 専門学校 1,392,704 国1/2、県1/2 

合計 1,654,076 － 

 

③ 拡 私立専修学校の授業料等の減免〔再掲〕（教育課）    【1,392,704千円】 

高等教育の無償化により、低所得世帯であっても、社会で自立して活躍できるよ

う、国・県が授業料・入学金の減免を実施 

○対象学校 要件確認を受けた専門学校（54校） 

○対象学生 低所得世帯の学生及び中間層の多子世帯又は農工分野の学生で、学

習意欲があると認められた者 

○支援内容（上限額 単位：円） 

区分 

年収目安 

約270万円

(住民税非課税) 
約300万円 約380万円 

約600万円 

多子世帯 農工分野 

入学金 160,000 106,700 53,400 40,000 40,000 

授業料 590,000 393,400 196,700 147,500 147,500 

支給割合 3/3 2/3 1/3 1/4 1/4 
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○負担割合 国1/2、県1/2 

 

(4) 子育てに係る経済的負担の緩和   

① ひょうご保育料軽減事業（こども政策課） 【426,810千円】 

○多子世帯保育料軽減事業（164,520千円） 

子育てに要する経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境をつくる

ため、第３子以降の保育料の一部を助成 

・対象世帯 市町村民税所得割額155,500円未満の世帯 

（年収640万円相当までの世帯） 

・対象児童 保育所、認定こども園等を利用する第３子以降の３歳未満児 

（国制度による負担軽減対象者を除く） 

・補助基準額 月額5,000円を超える保育料に対して、月額15,000円を定額補助

（保育料上限額［44,500円］の1/3相当） 

       ※ただし、保育料の1/2と15,000円の低い方を限度とする 

・負担割合 県10/10 

○第２子保育料軽減事業（157,230千円） 

子育てに要する経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境をつくる

ため、第２子の保育料の一部を助成 

・対象世帯 市町村民税所得割額155,500円未満の世帯 

（年収640万円相当までの世帯） 

・対象児童 保育所、認定こども園等を利用する第２子の３歳未満児 

（国制度による負担軽減対象者を除く） 

・補助基準額 月額5,000円を超える保育料に対して、月額15,000円を定額補助

（保育料上限額［44,500円］の1/3相当） 

       ※ただし、保育料の1/2と15,000円の低い方を限度とする 

・負担割合 県1/2、市町1/2 

○第１子保育料軽減事業（105,060千円） 

子育てに要する経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境をつくる

ため、第１子の保育料の一部を助成 

・対象世帯 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯 

（年収360万円相当までの世帯） 

・対象児童 保育所、認定こども園等を利用する第１子の３歳未満児 

・補助基準額 月額5,000円を超える保育料に対して、月額10,000円を定額補助

（保育料上限額［30,000円］の1/3相当） 

      ※ただし、保育料の1/2と10,000円の低い方を限度とする 

・負担割合 県1/2、市町1/2 
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② 乳幼児等医療費助成事業（国保医療課） 【2,923,848千円】 

乳幼児等の医療に要する負担を軽減するため、医療保険による給付が行われた

場合に、その自己負担額の一部を助成 

○対 象 者 小学３年生まで 

○所得制限 市町村民税所得割税額23.5万円未満（世帯合算） 

       ※０歳児は所得制限なし 

○患者負担 入院 定率１割（月額上限：3,200円） 

       通院 １医療機関等当たり日額上限：800円（月２回まで） 

 

③ こども医療費助成事業（国保医療課） 【998,956千円】 

子育て世代が安心して子育てできるよう、医療保険による給付が行われた場合に、

その自己負担額の一部を助成 

○対 象 者 小学４年生から中学３年生まで 

○所得制限 市町村民税所得割税額23.5万円未満（世帯合算） 

○患者負担 医療保険における自己負担額の2/3 

 

④ 拡 児童手当の支給（児童家庭課） 【11,278,319千円】 

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、中学校修了前の児童に係

る手当を支給 

○手当月額    

 

 

※但し、令和４年６月分以降は、年収 1,200 万円以上の者には支給されない 

⑤ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（こども政策課） 【34,550千円】 

全ての子どもが等しく教育・保育を受けることができるよう、幼稚園や保育所等

の教育・保育施設を利用する際に必要な実費の一部を公費で負担 

○対 象 者  

区  分 
金 額 ／ 人 

(令和６年９月分まで) 
金 額 ／ 人 

(令和６年 10 月分以降) 

３歳未満 
第１・２子 

15,000 円  
15,000 円 

第３子以降 30,000 円 

３歳以上 

小学校修了前 

第１・２子 10,000 円  10,000 円 

第３子以降 15,000 円  30,000 円 

中学生 
第１・２子 

   10,000 円 
   10,000 円 

第３子以降    30,000 円 

高校生 
第１・２子 

     ０円 
   10,000 円 

第３子以降    30,000 円 

所得制限世帯（年収 960 万円以

上の者）※ 
5,000 円   廃止 
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 ・日用品･文房具等 生活保護世帯（第１段階） 

・副食材料費   新制度未移行園に通園する低所得者世帯(第１～３階層) 

           新制度未移行園に通園する第３子以降(所得に関わらず対象) 

○負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

⑥ 多胎育児家庭の外出環境支援事業（こども政策課）     【5,970千円】 

育児負担が大きい多胎育児家庭を支援するため、外出時に必要不可欠な大型育児

用品の購入及びレンタル費用を一部助成 

○ 対象用品 ２人乗りベビーカー、チャイルドシート 等 

○ 助成金額 上限２万円/世帯(購入・ﾚﾝﾀﾙ費用の1/2) 

○ 実施主体 県 

○ 実施手法 ひょうご多胎ネットへ委託 

 

⑦ 一時預かり利用者負担軽減事業（こども政策課）       【3,374千円】 

所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、当該児童の保護者

が支払うべき利用者負担額に対してその一部を補助することにより、低所得世帯

等の一時預かり事業の利用の促進を図る。 

○ 対象者  

・生活保護世帯 

・住民税非課税世帯 

・年収360万円未満世帯  

・その他要支援児童のいる世帯 

○ 負担割合 国1/3、県1/3、市町1/3 

 

(5) 良質な住宅の確保   

① 新 子育て住宅総合支援事業（住宅政策課） 【125,719千円】 

 阪神間において県外から賃貸住宅への住み替えを支援するとともに、区域を限定し

て住宅の取得や子育て支援施設の開設などに要する経費の一部を支援 

  ・県外から賃貸住宅への住み替え補助 

  ・子育て世帯が暮らしやすい良質な住宅の取得補助 

  ・戸建住宅を貸し出す家主等への改修補助 

  ・空きテナントへの子育て支援施設開設費の補助（改修費・家賃・備品購入費） 

  

② 新 県営住宅子育て支援グレードアップ改修事業（公営住宅管理課）【240,000千円】 

結婚・子育てをする若者・Ｚ世代の住宅確保を支援するため、子育てしやすい県営

住宅の改修を実施 

○実施内容 LDK拡張、和室の洋室化、ユニットバス化 等 

○予定戸数 120戸 
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③ 新 県営住宅子育て世帯交流創出事業（公営住宅管理課） 【30,000千円】 

集会所等の共用部において交流を生み出すキッズスペース等を整備する費用を支援 

○対象経費 床・壁マット、書棚、屋内遊具、トイレ洋式化 等 

○補助上限 500 千円 

○補助件数 60 件 

 

④ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進（住宅政策課）        【2,930千円】 

子育て世帯及び新婚世帯をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を受け入れる民間

賃貸住宅事業者等に対し、間取り変更等の改修や低額所得者への家賃低廉化等を支援 

○補助対象事業費 改修工事費補助：1,500千円/戸、家賃低廉化補助：40千円/月、

家賃債務保証料低廉化補助：60千円/戸       

※補助を実施する市町（政令・中核市除く）に対し、市町

負担の1/2を支援 

 

⑤ ひょうご住まいサポートセンターの運営（住宅政策課） 【26,321千円】 

「ひょうご住まいサポートセンター」を設置し、子育て世帯の住まいにおける様々な

相談や住まいの情報提供 

○一般的な住まいの相談 

○専門家派遣によるリフォーム工事等に関する技術的アドバイス 

○セーフティネット住宅など子育て世帯等が円滑に入居できる賃貸住宅情報の提供 

 

⑥ 長期優良住宅建築等計画認定等事業（住宅政策課） 【12,595千円】 

親世代から子・孫世代まで長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じ

られた「長期優良住宅」の計画認定や普及を図るため啓発を実施 

 

⑦ 空き家活用支援事業（住宅政策課） 【99,699千円】 

一戸建て住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸を住宅として活用する者（若年・

子育て世帯等）又は事業所若しくは地域交流拠点として活用する者等に対し、その

改修に要する費用の一部を支援 

種  別 
県補助金額(単位：千円) 

※区域及び事業費に応じ定額  

住宅型 

一般世帯ﾀｲﾌﾟ 300 ～  1,000 

若年・子育て世帯ﾀｲﾌﾟ 
400 ～  1,500 

UJIﾀｰﾝ世帯ﾀｲﾌﾟ 

学生ｼｪｱﾊｳｽﾀｲﾌﾟ 400 ～  2,000 

事業所型 
一般ﾀｲﾌﾟ 450 ～  1,500 

UJIﾀｰﾝﾀｲﾌﾟ 600 ～  2,250 

地域交流拠点型 350 ～  5,000 
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⑧ 空家活用特区総合支援事業における空家活用助成（住宅政策課）【12,750千円】 

空家活用特区条例に基づく特区内に存する一戸建て住宅の空き家又は共同住宅の

空き住戸を住宅として活用する者（若年・子育て世帯等）又は事業所若しくは地域

交流拠点として活用する者等に対し、その改修に要する費用の一部を補助する市町

を支援 

種  別 
県補助金額(単位：千円) 

※区域及び事業費に応じ定額  

住宅型 

一般世帯ﾀｲﾌﾟ 360 ～  1,150 

若年・子育て世帯ﾀｲﾌﾟ 
460 ～  1,650 

UJIﾀｰﾝ世帯ﾀｲﾌﾟ 

学生ｼｪｱﾊｳｽﾀｲﾌﾟ 460 ～  2,200 

事業所型 
一般ﾀｲﾌﾟ 540 ～  1,720 

UJIﾀｰﾝﾀｲﾌﾟ 690 ～  2,470 

地域交流拠点型 420 ～  5,500 

 

⑨ 三世代同居対応改修工事推進事業（住宅政策課）       【3,400千円】 

家族の支え合いにより、在宅における子育てがしやすい環境を整備するため、三

世代同居の実現に資する改修工事を実施する者に対し、その改修に要する費用の一

部を支援 

区 分 内 容 

対象者 
三世代同居対応改修工事を行う者 ※所得要件なし 
〔子供の年齢要件〕 
 ・小学生以下のこどもの扶養親族がいる者 

対象工事 
三世代同居対応のための改修工事 

キッチン、浴室（脱衣所含む）、トイレ、玄関を増設し、 
改修後にこれらのうちいずれか１つ以上が複数となる工事 

 

 

IV  男女ともに子育てと両立できる働き方の実現 

１ ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の推進 

(1) 両立支援のための環境整備   

① 多様な働き方推進支援事業（労政福祉課）                   【150,000千円】 

女性や高齢者等の職域拡大、育児・介護休業の取得や短時間勤務制度の利用推進

を図るため、代替要員の賃金やテレワーク導入費用の一部を助成 

○育児・介護代替要員確保助成コース 

・支 給 額 代替要員の賃金の1/2 

・上限額  休業コース         月額100千円、総額1,000千円 

短時間勤務コース（育児） 月額 25千円、小学３年生まで 

短時間勤務コース（介護） 月額100千円、総額1,000千円 
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○働き方改革助成コース 

・対象経費  テレワークシステム導入や女性・高齢者等の職域拡大のための 

環境整備（専用トイレ・更衣室、高齢者用補助機器整備、託児 

スペースの整備 等）に要する費用 

       ・補 助 率 1/2（上限 2,000 千円） 

 

② ひょうご仕事と生活センター事業（労政福祉課） 【160,733千円】 

ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の全県的な推進拠点である「ひょうご仕事

と生活センター」及び地域拠点事務所（阪神・姫路）において、多様で柔軟な働き

方による働きやすい雇用就業環境の創出を支援 

○普及啓発・情報発信事業 

 ・ホームページの運営、情報誌の発行 

 ・ＷＬＢフェスタ、阪神・姫路地域シンポジウムの開催 

○相談・研修事業 

 ・ワンストップ相談、専門家派遣 

・研修企画・実施 

・キーパーソン養成講座の実施 

・県民局・県民センターや地域の商工会議所等と連携したセミナーの開催 

○県内企業のテレワーク推進支援 

 テレワーク導入時の技術的な助言や、導入経費の一部支援などを通して、県内

企業のテレワーク推進を支援 

 

(2) 多様な働き方の導入   

① 多様な働き方推進支援事業〔再掲〕（労政福祉課）           【150,000千円】 

 

② ひょうご仕事と生活センター事業〔再掲〕（労政福祉課） 【160,733千円】 

 

(3) 働きやすい職場風土の醸成   

① 多様な働き方推進支援事業〔再掲〕（労政福祉課）           【150,000千円】 

 

② ひょうご仕事と生活センター事業〔再掲〕（労政福祉課） 【160,733千円】 
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２ 女性の能力発揮と就業機会拡大 

(1) 女性の採用や職域の拡大   

① 拡 ひょうご女性の活躍推進事業（男女青少年課）           【29,980千円】 

女性活躍の促進を図るため、様々な分野で活躍する女性や経済団体等と連携・協

働し、社会全体の気運醸成を図るとともに、職場における意識改革や環境整備を推

進するための取組を展開 

○ひょうご女性の活躍推進事業の推進 

・女性活躍推進専門員の配置（４人） 

・企業への出前相談 

・中小企業等の階層別女性社員研修の開催（５回） 

・女性の活躍企業育成プロジェクトの実施（30社程度） 

・女性活躍調整会議の開催 

・女性の活躍応援セミナーの開催（10回） 

○女性活躍と兵庫への定着促進 

  ・自社PR動画作成に関するセミナーの開催 

○構成団体との連携による女性活躍の推進 

・女性活躍地域セミナーの開催（１回） 

○企業における女性活躍推進グループ活動への支援（15件程度） 

  ・補助対象者 県内に事業所を有する企業の社員で構成する女性活躍の推進を

目的に設置したグループ 

・補助金額  １グループにつき上限100千円 

 

② 女性就業いきいき応援事業（男女青少年課） 【5,363千円】 

再就業や起業に向け、具体的スキルや心がまえを習得できるセミナーを開催し、

女性の就業を支援 

 

③ 拡 ひょうご・こうべ女性活躍推進企業（ミモザ企業）認定制度の普及推進 

(男女青少年課)【7,916千円】 

県内企業のさらなる女性活躍推進に向け、ひょうご・こうべ女性活躍推進企業

（ミモザ企業）認定制度の普及促進を図るため、より取り組みやすい新たな認定区

分を創設するとともに、ミモザ企業への就職を促進するため、女子学生とのマッチ

ングの機会を提供 

○ミモザ企業応援アドバイザーの配置（１名） 

○新「フレッシュミモザ企業」認定の導入 

○拡女子学生とミモザ企業のマッチング 
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④ ものづくり分野における女性就業の促進（地域産業立地課） 【4,000千円】 

ものづくり分野における人手不足解消、ダイバーシティ経営による競争力の強化

を図るため、最大の潜在力である女性のものづくり分野への就業を促進 

○女性学生向け“ものづくり”イメージアップ 

 ものづくり分野での女性活躍セミナー 

女性学生向け就活マッチングイベント等を開催 

○人材の確保に向けた個社ごとの戦略策定・サポート 

 女性・文系人材が活躍できる業務の切り出し 

 

⑤ 商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業〔再掲〕（地域経済課）【12,578千円】 

 

⑥ ひょうごで輝く女性農業者の活躍促進（農業経営課） 【2,000千円】 

女性の就農を促進するため、就業前・就業後を通じた支援を実施 

○就業前の女性に対する支援 

 農業分野での女性の就業を促進するためのセミナー等を開催 

○女性農業者ネットワーク交流会 

 女性農業者のネットワーク化や相互研鑽の推進 

○女性農業者グループ活動支援 

 農業経営・技術向上、地域活動等の取組に対して支援 

 

(2) 女性のキャリア形成･継続支援   

① 拡 女性の就業サポート事業（男女青少年課） 【19,614千円】 

再就業等を希望する女性を支援するため、個別相談やハローワークと連携した職

業紹介等を県立男女共同参画センター女性就業相談室で実施 

○女性就業支援員（２人）、保育支援員（２人）の配置 

○女性リーダー登用促進研修会の実施（３回） 

○チャレンジ相談（年96回）、出前チャレンジ相談（年70回）の実施 

○新中高年単身女性向けセミナー・交流会（５回）、個別相談会（５回）の実施 

 

② 産休等代替職員費補助事業（こども政策課） 【7,808千円】 

民間保育所等の児童福祉施設職員が出産や傷病のため、長期の有給休暇を必要と

する場合に、施設がその職務を担う代替職員を任用した際の経費の一部を支援 

○補助単価 7,700 円/日 

○負担割合 県 10/10 
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③ 病院内保育所運営費補助（医務課） 【279,290千円】 

子どもを持つ医療従事者の離職防止や再就業を促進するため、病院内保育所の運

営を支援  

○箇 所 数 100箇所 

 

④ 新 就活準備キャリアラボラトリー事業〔再掲〕（労政福祉課）【9,214千円】 

 

(3) 能力に応じた人材登用   

① 拡 ひょうご女性の活躍推進事業〔再掲〕（男女青少年課） 【29,980千円】 

   

(4) 女性のＵＪＩターンの促進   

① カムバックひょうご就職支援ｾﾝﾀｰにおける就職相談の実施(労政福祉課)【20,085千円】 

東京圏における移住情報発信とUJIターン促進の拠点であるカムバックひょうご東

京センターにカムバックひょうご就職支援センターを併設し、民間の柔軟な発想と

企画力を生かした広報力強化と首都圏ニーズに合ったイベント等を実施することに

より、UJIターン就職希望者と県内企業とのマッチングを推進 

② 首都圏の学生等に対する県内就職の促進〔再掲〕（労政福祉課） 【2,955千円】 

 

 

３ 家事・育児参画の促進 

(1) 男性の働き方の意識･行動改革   

① 男性の家事・育児推進事業（男女青少年課） 【2,683千円】 

男性の家事・育児の参画を促進する講座を企業・事業所、地域等において開催す

るなど、希望する男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境づくりを促進する

ほか、男性の子育てや地域活動への参画のきっかけづくりを支援 

○「子育て応援出前講座」の開催  

○ イクメンサポートセミナー（仮称）、親子料理教室の開催 
 
 
 

(2) 男性の育児休業取得促進   

① 男性の家事・育児推進事業〔再掲〕（男女青少年課） 【2,683千円】 
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② 多様な働き方推進支援事業〔再掲〕（労政福祉課）  【150,000千円】 

 

(3) 家事･育児参画支援   

① 男性の家事・育児推進事業（男女青少年課） 【2,683千円】 

 

② 家族のきずなを深める機運醸成の展開（男女青少年課） 【415千円】 

それぞれの家族にとってふさわしい日を家族の日として定めることを提案する

「家族の日」運動の普及啓発など、県民一人ひとりが家族・家庭の大切さを考え、

きずなを深める機運醸成を展開 

○「家族の日」運動の推進 

 

 

V  子どもと子育てに温かい地域社会づくり 

１ 放課後等の居場所づくり 

(1) 放課後児童クラブの整備による受け皿拡大   

① 放課後児童クラブ整備費補助（こども政策課） 【398,959千円】 

放課後児童クラブを実施するための施設建設、学校の余裕教室等の既存施設の改

修、設備の整備・修繕、備品の整備に要する経費を助成 

○整備予定箇所 79箇所（16市町） 

 

② 新 放課後児童クラブ夏休み開所支援事業（こども政策課） 【9,752千円】 

夏休み期間中のみ放課後児童クラブを利用希望する保護者(パートタイマー等）

のニーズに応えるため、夏休みに特化した放課後児童クラブを開所する場合の運営

費等を支援する。 

○対象市町：待機児童が10名以上発生している自治体 

○補助基準額： 883千円   (20人未満クラスの場合） 

       1,066千円   (20人以上クラスの場合) 

○負担割合： 国庫事業  国1/3、県1/3、市町1/3 

       県単事業分 県1/2、市町1/2 

       ※財源の一部に国庫事業（放課後緊急居場所支援事業）を活用 

 

③ 新 保育所における放課後児童クラブ開設への支援モデル事業（こども政策課）

 【8,000千円】 

高止まりしている放課後児童ｸﾗﾌﾞの待機児童数を減少させるため、保育所の空 
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き教室を活用した放課後児童ｸﾗﾌﾞの開設を支援 

○実施内容 

 １ 放課後児童クラブ開設に必要な事務を行う職員雇上経費の補助 

 ２ 放課後児童クラブを開設するのに必要な国庫補助対象外経費の補助 

   ボールの飛び出し等を防止するためのフェンス設置工事に係る費用を支援 

○負担割合：県1/3、市町1/3（任意随伴）、事業者1/3 

 

(2) 放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携促進   

① ひょうご放課後プランの推進（こども政策課・社会教育課） 【4,675,953千円】 

放課後の子どもの安全・安心な活動のため、関係部局の連携を密にしつつ、ニー

ズのある全小学校区で放課後児童クラブ、放課後子ども教室等の取組を推進 

○子ども教室型 

教室数 366教室 

※ 地域と学校の連携・協働体制推進事業（後掲）として実施 

○児童クラブ型 

 支援の単位数 1,595支援の単位（全市町） 

・長期休暇期間中の児童受け入れ支援制度 

・放課後子ども環境整備事業 

・障害児受入強化事業  

・放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 

放課後児童支援員に対し、勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善を図る

ために必要な経費の支援を実施 

ア 放課後児童支援員         年額 131 千円（月額約１万円） 

イ 経験年数が概ね５年以上で一定の研修を修了した者  年額 263 千円（月額約２万円） 

ウ 経験年数が概ね 10年以上の事業所長的立場にある者  年額 394 千円（月額約３万円） 

 ・放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善） 

 

(3) 放課後等の居場所づくりを担う人材確保   

① 拡 放課後児童支援員等研修事業（こども政策課）      【14,817千円】 

○放課後児童支援員認定資格研修 

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に基づき、保育士等

の資格を有する者が必要な知識・技能を習得し、放課後児童支援員として勤務す

るための認定資格研修を実施 

・実施回数 5回500人（H27～R5修了者数 6,199人） 

○拡放課後児童支援員資質向上研修 

支援員の資質向上を図るため、必要な専門的知識・技能の習得や課題等を共有

する研修を実施。 
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       R6年度は定員増（200名→400名）に加え、障害児への対応等をテーマに意見交

換会等を実施 

 

 

２ 地域で支える子育て支援の実施 

(1) 親子の居場所づくり支援   

① 「まちの保健室」による健康づくり推進事業（健康増進課） 【16,548千円】 

子育て中の親などの健康づくりを支援するため、身近な場所で気軽に、相談専門

職種による健康相談及び育児相談等を実施 
 

② まちの子育てひろば事業〔再掲〕（男女青少年課） 【3,912千円】 

 

③ 地域子育て支援拠点事業〔再掲〕（こども政策課） 【546,336千円】 

 

(2) シニアなど多様な担い手による地域の子育て支援の充実   

① ファミリー・サポート・センター事業〔再掲〕（こども政策課） 【87,221 千円】 

 

(3) 企業、ＮＰＯ、地域コミュニティ等との協働による子育て支援の推進 

① 子育てほっとステーションの設置（男女青少年課）           【1,250千円】 

子育て中の親子が気軽に買い物に出かけやすい環境を整備するため、空き家・空

きスペースを活用した子育て活動を支援 

○対 象 者 ＮＰＯ、地域団体 等 ※令和４年度以降に補助を受けた団体 

○対象施設 空き家、空きスペース 

○事業内容 

・賃 借 料  

補 助 率 10/10（定額） 

補助限度額 1,000千円 

補助件数 1件 

・活 動 費 

対象経費 イベント開催費(講師謝金、消耗品等)、広報経費 等 

補 助 率 1/2 

補助限度額 250千円 

補助件数 1件 
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② 商店街地域コミュニティの拠点づくり（地域経済課）       【7,500千円】 

ポストコロナを踏まえ、若者や学生、会社員等の新たな顧客層を呼び込むため、

空き店舗を活用したコミュニティカフェの設置等、地域住民のニーズに対応した地

域コミュニティ拠点づくりを支援 

○対 象 者 商店街・小売市場（任意団体を含む）、商工会議所・商工会、まち

づくり会社 等 

○対象経費 商店街の空き店舗を活用したコミュニティカフェ、コワーキングス

ペースやこども食堂等の地域コミュニティ拠点の設置に要する経費 

○補 助 率 県1/2、市町1/2（市町随伴期待） 

○補 助 額 上限2,500千円（施設整備費：1,500千円、賃借料：750千円、 

活動費：250千円） 

○補助件数 3件 

 

③ 拡 子ども食堂・ヤングケアラー等応援プロジェクト（地域福祉課）【19,525千円】（ふるさとひょうご寄附金） 

   ○子ども食堂開設支援事業 

ＮＰＯ法人や地域住民グループが実施する「子ども食堂」運営事業を県内全域

へ拡大するため、立上げ経費を助成 

・事業主体 ＮＰＯ、地域住民グループ等 

・回  数 月１回以上  ○受入人数 10人以上 

・補助上限額 200千円（月２回以上）、100千円（月１回） 

   ○ひょうごフードサポートネット・アウトリーチ推進支援事業 

生活困窮世帯に対し、行政・福祉関係機関・民間企業・地域団体が連携して

食品配布などのサポートを行うとともに持続可能な支援体制を構築する「ひょ

うごフードサポートネット」において、フードバンクや子ども食堂等と連携し、

生活困窮世帯に対し弁当等を届ける取組を支援 

・配食を行う子ども食堂への補助 

・子ども食堂へ食品供給を行うフードバンクへの補助 

・ひょうごフードサポートネット連携体制推進にかかる補助 

   ○ひょうごフードサポートネットHP構築・運営事業 

     ひょうごフードサポートネットにおける取組や食料支援情報を専用ホームペ

ージにおいて集約・発信することにより、食料支援を求める生活困窮世帯や食

品支援を希望する企業・個人のマッチングを図り、サポートネット全体の食料

支援体制を底上げ 

 

④ ひょうご子育て応援の店(子育て支援パスポート)の普及促進（ 男 女 青 少 年 課 ）【5,067千円】 

全国共通事業となった「子育て支援パスポート」を推進するため､県内登録者へ

の周知及び協賛店舗への協力依頼等を実施 

○登録者数 191,636人（令和６年３月末現在）※18歳未満の子を持つ世帯が対象 

○協賛店舗数 4,705店舗（令和６年３月末現在） 
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⑤ 地域と学校の連携・協働体制推進事業（社会教育課）         【57,671千円】 

子どもの成長を支えていくため、地域と学校が連携・協働する仕組みを一体的に

推進 

○地域・学校協働体制の推進 

・事業内容 地域連携関係者研修の実施 

      地域・学校連携プログラムの普及 

      教職員のための社会教育主事講習受講の支援 

      地域連携アドバイザーの派遣 

○統括地域コーディネーター等の配置 

○地域学校協働活動の実施 

・事業内容 学校を支援する活動（登下校の見守り、防災や郷土学習等の支援） 

学習支援・体験活動（放課後等の学習支援、スポーツ、文化体験等） 

○コミュニティ・スクールの導入推進及び活動の充実を図る実践研究 

・事業内容 既存コミュニティ・スクールの発展・拡充及び、さらなる導入に向け 

            た調査研究を実施 

○県立学校における兵庫県版コミュニティ・スクールの実施 

 

⑥ 子育て応援企業との協定締結事業（男女青少年課） 【－】 

子育てと仕事の両立を支援し、子育て家庭を応援する企業・職域団体等と県が協

定を締結 

○締 結 数 1,543社（令和６年３月末現在） 

 

⑦ 子育て応援協定団体等との協働事業（男女青少年課） 【660千円】 

安心して子どもを産み、子育てできる地域の支援体制を整備する必要があるこ

とから、子育て応援協定を締結した地域団体等の特色を活かした子育て支援活動を

支援 

 ○地域の若者・子育て応援サポーターによる若者と親子応援事業 

 

⑧ 地域子育て支援拠点事業〔再掲〕（こども政策課） 【546,336千円】 

 

⑨ 地域スポーツ活性化支援事業（スポーツ振興課） 【1,200千円】 

県民全体のスポーツ実施率向上を図るため、市町単位でコンソーシアムの設置を

促進し、スポーツイベント開催に要する経費を支援する。 

○補助対象 市町で設置されたコンソーシアム 

○補助金額 100千円 

○補 助 率 1/2 ※県：市＝1：1 

○イベント例 親子等でスポーツ体験会、種目別選手権大会 等 
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３ 地域における子育てや家族のきずなを深める機運の醸成 

(1) 結婚、妊娠、子ども・子育てに寛容な社会風土の醸成   

① 拡「ひょうご子ども・子育て未来プラン」の推進（こども政策課）【6,159千円】 

「ひょうご子ども・子育て未来プラン」に基づく少子対策・子育て支援を推進し、

安心して子育てできる兵庫の実現に向けた取組を推進 

○兵庫県子ども・子育て会議の運営 

○新「新ひょうご子ども・子育て未来プラン」の策定 

○地域子ども未来プラン推進協議会の運営 

○県・市町子ども・子育て支援協働会議の開催 

○新こども政策モニターの募集・アンケート調査の実施 

   県内の小・中・高校生を対象に、こども政策モニターへの登録を募集し、

子どもや若者に係わるテーマについて意見を聴取する。 

 

② ひょうご孫ギフトプロジェクト（こども政策課） 【6,600千円】 

（ふるさとひょうご寄附金） 

ふるさとひょうご寄附金を活用し、県内の私立保育所等に県産木材による玩具を

寄贈することにより、子育てにやさしい兵庫づくりの機運を醸成 

 

③ 家族のきずなを深める機運醸成の展開〔再掲〕（男女青少年課） 【415千円】 

        

 

(2) 子育て世帯へ配慮した取組を実施する地域･企業･団体への支援   

① ひょうご子育て応援賞の実施（こども政策課） 【186千円】 

先導的な取組や地域性を活かしたユニークな子育て支援活動などを行う団体・

NPO、企業、個人を顕彰することにより、活動の一層の推進を促進 

○実施時期 令和６年 11 月 

○選定方法 審査委員会による選定 

 

② ひょうご子育て応援の店(子育て支援パスポート)の普及促進〔再掲〕（男女青少年課） 

 【4,698 千円】 
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(3) 家族の果たす役割やきずなを深める取組の支援   

① 地域・家庭の伝統行事普及推進事業（男女青少年課） 【1,010千円】 

かつて盛んに行われていた家庭や地域の伝統行事や伝統料理づくり等に、親子や

家族が一緒に参加し、体験できる機会を提供 

 

② 家族のきずなを深める機運醸成の展開〔再掲〕（男女青少年課） 【415千円】 

 

 

４ 安全・安心な子育て環境の整備 

(1) 地域での見守り活動の推進   

① 地域で守る！子どもの安全安心確保事業（くらし安全課） 【400千円】 

子どもを取り巻く環境への不安が増大しているため、家庭・学校での安全対策に

加え、帰宅後の子どもの安全のために、地域が一体となって子どもを見守る体制を

構築 

○子どもの安全・安心確保のリーダー養成 

○「子どもを守る１１０番の家・店・車」の体制強化 

 

② 防犯カメラ設置補助事業（くらし安全課） 【10,000千円】 

地域の見守り力の向上を図るため、まちづくり防犯グループ等が設置する防犯カ

メラに係る経費を補助 

○補 助 額 40千円／箇所（定額） 

○件  数 250箇所 

○設置状況 4,873箇所（平成22～令和４年度） 

 

③ 子育て応援ネットの推進（男女青少年課） 【5,553千円】 

地域女性団体ネットワーク会議が中心となって、市町ごとにネットワークを組織

し、子育て家庭応援推進員等が登下校時の見守り、声かけや子育てイベント、ＳＯ

Ｓキャッチ活動等を実施 

○ＳＯＳキャッチ専門研修の実施（各県民局・県民センター各1回） 

○市町推進母体への助成（112千円×41団体） 

 

④ ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業（くらし安全課） 【4,493千円】 

県民が身近な異変に気づいた際に、匿名でも通報できる「ひょうご地域安全ＳＯ

Ｓキャッチ電話相談」を運営するとともに、地域安全まちづくり推進員を活用し、
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□利用証      

□区画の案内標示      

制度の周知を促進 

 

⑤ みんなの声かけ運動の推進・充実強化（ユニバーサル推進課）【7,036千円】 

障害種別に応じた支援方法等に関する実践研修等を実施し、障害者への適切な支

援を推進することにより、障害者の安心安全な社会参加を促進 

○みんなの声かけ運動推進員の登録・普及 

○声かけ運動出前講座の実施 

・対  象 観光・サービス事業者、学校・一般県民等 

・内  容 各種障害特性の理解、障害者への適切な支援方法及び実践 

○地域会議の開催・啓発等 

 

⑥ 配慮が必要な方に関するマークの普及啓発（ユニバーサル推進課）      【－】 

     全国共通マークであるヘルプマークの普及啓発 

      ○ヘルプマーク、ヘルプカードの作成、無償配付 

       ・対象者  障害者、難病患者、妊婦など援助や配慮を必要とする者 

       ・配付窓口 県ユニバーサル推進課、県内市町 等 

○ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信、公共施設等でのポスター掲示等 

 

⑦ 兵庫ゆずりあい駐車場の普及推進（ユニバーサル推進課）              【－】 

障害者等のための駐車スペースの適正利用を図る「兵庫ゆずりあい駐車場制度」

の普及を推進 

○交付対象 者 障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、 

傷病人等で県が定める基準に該当し、 

歩行が困難な方 

○交 付 窓 口 ユニバーサル推進課、神戸県民センター、 

県健康福祉事務所（伊丹・赤穂・朝来 

を除く）及び県内各市町 

○対象駐車施設 公共施設、商業施設、飲食店、病院、 

ホテル等の駐車場で「兵庫ゆずりあい 

駐車場」の案内標示がある駐車区画 
 
 

⑧ 地域安全まちづくり推進員による活動の推進（くらし安全課） 【2,223千円】 

地域安全まちづくり条例第14条の規定に基づき、地域安全まちづくり推進員を設

置・支援し、地域における継続的な地域安全まちづくり活動を実施 
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(2) 子どもの交通安全の確保   

① 学童等の交通安全教室の開催（くらし安全課） 【926千円】 

交通弱者である学童等の安全を確保するため、交通安全教室を実施 

○対  象 幼稚園児、小学生など 

○回  数 年間100回開催 

 

② スケアード・ストレイト交通安全教室の実施（くらし安全課） 【3,023千円】 

自転車の安全対策のため、スタントマンを使った疑似交通事故を体感させる交通

安全教室を実施 

○対  象 県内の自転車通学を認めている高等学校等（5校） 

 

  ③ 新 交通事故防止緊急対策の推進（交通規制課）        【500,000千円】 

    子どもの安全を守るため、通学路等における摩耗が進行した横断歩道の補修を

実施。 

 

(3) 安心して外出できる基盤の整備   

① 公共交通バリアフリー化促進事業（都市政策課） 【193,549千円】 

誰もが安心して生活できるユニバーサル社会にふさわしい福祉のまちづくりを実

現するため、鉄道駅舎のエレベーター等の設置やノンステップバス等の購入を支援 

〇鉄道駅舎エレベーター等設置費補助 整備予定６駅 

〇ノンステップバス等購入補助    導入予定42台 

 

② ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業（都市政策課）     【10,307千円】 

ユニバーサル社会づくり推進地区におけるまちづくりをソフト・ハード両面から

支援 

○推進地区ＰＲ案内板設置費補助 

○ユニバーサルマップ活用事業費助成（マップを活用したイベントへの補助等） 

○推進地区施設改修費等補助（通常型・大規模型）等 
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VI  特別な支援が必要な子どもや家庭への支援 

１ 児童虐待防止対策の充実 

(1) 県こども家庭センター（児童相談所）の機動力･専門性の充実強化   

① 児童虐待等対応専門アドバイザーの設置・運営（児童家庭課） 【7,080千円】 

児童問題の多様化・複雑化に対応するため、児童虐待等の困難ケースに関して、

司法的介入の実施、職員等の専門的資質向上のための研修会等を行うアドバイザー

を県こども家庭センターに設置 

○配置人員 146人（医師40人、弁護士25人、その他学識経験者等81人） 

○アドバイザー活用件数 391回（令和４年度） 

    ・医  師    24回 

    ・弁 護 士   312回 

    ・大学教授等    55回 

 

② ひょうご児童虐待防止サポーター事業（児童家庭課） 【4,226千円】 

児童虐待防止に理解と熱意のある県内協賛企業・団体（「ひょうご児童虐待防止

サポーター」）との協働による研修や、各種啓発活動を展開 

○ひょうご児童虐待防止サポーター連携推進事業 

・対  象 ひょうご児童虐待防止サポーター企業・団体（12団体） 

・内  容 企業・団体内での研修や、ポスター等の広報媒体を活用した県民

への啓発 

○児童虐待防止の普及啓発 

・実施時期 11月（オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン期間に開

催） 

・実施場所 ノエビアスタジアム神戸（予定） 

 

③ 県こども家庭センター（児童相談所）職員支援技能向上事業（児童家庭課）【4,579千円】  

こども家庭センター職員の支援技能の向上を図るため、経験年数や職種に応じた

体系的な研修を実施し、専門性を強化 

 

④ 中央こども家庭センター環境整備事業(児童家庭課)        【26,334千円】 

中央こども家庭センター及び一時保護所の老朽化した設備等の改修を実施 

 

⑤ 一時保護所の整備 (児童家庭課）               【930,197千円】 

一時保護需要等に対応するため、県内に新たな一時保護所を整備 

○阪神間における一時保護所の整備 
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児童虐待件数が増加する阪神間での一時保護所新規整備を実施 

・整備場所  川西市火打(旧川西こども家庭センター跡地) 

・施設構造   鉄筋コンクリート造３階建(延床面積2,702㎡) 

・ 定 員    46人 

        

⑥ 子どもを守る多機関連携プロジェクト (児童家庭課）       【36,759千円】 

複数の機関が適切に情報を共有し、アウトリーチによる隙間もない支援を行うこ

とを目的に、県こども家庭センターに多機関連携プロジェクト推進員を配置。 

○多機関連携プロジェクト推進員の配置 

       ・配   置 県こども家庭センター 

       ・対   象 措置又は在宅指導中の児童、保護者及び関係機関 

○多機関連携に関する研修の実施 

・対 象 者 市町の家庭児童相談員や施設の家庭支援専門相談員等 

・内   容 リスクアセスメント、家族再統合の支援等に関する演習等 

・回   数 年７回 

       ○未成年後見人支援事業 

       ・対 象 者 親権者がいない等の理由により選任された未成年後見人 

・支 給 額 最大２万円/月 

 

 ⑦ 新 こどもの権利擁護環境整備事業（児童家庭課） 【8,773千円】 

  ○意見表明支援員の派遣を委託 

・対 象 一時保護及び施設等入所児童 

・委託先 兵庫県弁護士会 

    ○関係機関への意見具申 

     こどもの権利擁護のため、意見表明支援事業では解決しない問題について、

児童相談部会へ諮問し、結果を関係機関へ意見具申する。 

 

(2) 市町や関係機関との役割分担及び連携の推進   

① 新 県警との児童虐待情報全件共有システム構築事業(児童家庭課)【5,194千円】 

 虐待事案に速やかに漏れなく対応するため、児童虐待情報を各警察署とリアルタ

イムで共有できる専用システムを構築し、重大事案の発生防止に向けた取り組みを

強化する。 

・内  容 児童相談支援システムから指定項目を児童取込みする専用の情報共

有システムを構築し、警察本部・各警察署に専用端末を設置 

② 児童虐待防止医療ネットワークの推進（児童家庭課） 【2,358千円】 

地域の医療機関の児童虐待対応の整備を図るため、中核的医療機関を中心に児童
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虐待対応のネットワークづくりを推進 

○中核拠点病院の整備（502 千円） 

地域の医療機関からの児童虐待対応に関する相談窓口の設置 

対象施設 県立尼崎総合医療センター 

○医療的ケアを要する児童の一時保護委託先の確保（205千円） 

医療的ケアを要する児童の一時保護委託の受入が可能な医療機関の開拓等を実施 

○保健医療従事者への教育研修の実施（1,651千円） 

・研修内容 児童虐待対応ができる体制整備方法、症例検討等 

・対  象 県内医療機関の医師及び医療従事者等 

・実施回数 年５回 

 

③ 児童虐待関係機関職員対応力向上事業（児童家庭課） 【1,465千円】 

市町の要保護児童対策地域協議会等での連携強化を図るため、市町のこども家庭

センター及び家庭児童相談担当職員に対して専門研修を実施し、市町の対応力の向

上を推進 

 

④ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（児童家庭課） 【25,389千円】 

市町の要保護児童対策地域協議会の中心的機能を担う調整機関の職員や地域ネッ

トワークを構成する関係機関等の専門性強化及び市町が設置する「要保護児童対策

地域協議会」への技術的支援 

○実施市町数 37市町 

 

⑤ 子どもを守る多機関連携プロジェクト〔再掲〕 (児童家庭課）  【36,759千円】 

 

(3) 妊婦や子育て家庭の相談体制の整備   

① 児童家庭支援センター相談体制強化事業（児童家庭課） 【72,051千円】 

児童に関する専門的な知識・技術を要する相談、援助を行う児童家庭支援センタ

ー(６施設)の運営を支援し、地域に密着した子育て支援体制を強化 

 

② 親子関係等再構築支援事業（児童家庭課） 【33,018千円】 

家族関係の適正な評価に基づき、児童と家族への一体的な支援、家庭復帰後の虐

待の再発防止に向けた児童養護施設等との連携など、親子関係再構築を目指した支

援を充実 

 

③ 乳児院における児童虐待対応力の強化事業（児童家庭課） 【11,906千円】 

特定妊婦等（出産後の養育について、出産前から支援を行うことが特に必要と認
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められる妊婦）を支援するため、相談窓口を開設するとともに、母子の養育を支援 

○相談窓口の開設 

養育に悩む妊産婦等及び妊産婦の支援機関のための相談窓口を開設 

○支援計画の作成・実施 

支援コーディネーターが中心となり看護師等と連携して作成した母子の養育支

援計画を実施 

○家事や育児等のトレーニング 

児童虐待防止のための育児能力向上を図る実践的なトレーニングを実施 

 

④ 児童虐待防止のためのＳＮＳ相談事業 (児童家庭課）       【38,720千円】 

児童虐待の未然防止や早期発見の観点から、子どもや保護者自身がより相談し

やすい環境を整備していくことため、国が令和５年２月から運用開始した全国一

元的なSNS相談システムについて、外部委託により県内３自治体（県、神戸市、明

石市）で一体的運用を実施する 

     ・対   象 兵庫県内に居住する児童、保護者等 

     ・内   容  ①児童虐待に関する相談、又は児童虐待につながる恐れのある子

育てに関する相談 

②その他子育ての不安、しつけ、育児、家庭内暴力、いじめ、不 

登校、家庭や家族の悩みなど、子どもや子育てに関する相談全

般 

⑤ 新たな子育て家庭支援基盤整備事業（児童家庭課）      【53,430千円】 

改正児童福祉法の令和６年度４月施行により、新たに創設・拡充される市町事

業について支援 

      ○母子保健と児童福祉の相談支援機関を再編した一体的な相談支援体制の整備の推進 

・利用者支援事業（こども家庭センター型）（51,199 千円） 

対象経費：子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点双方の

機能を一体的に有する施設において、双方の連携強化の推進を

図るため、統括支援員を配置する際に必要な費用 

負担割合：国 2/3、市町 1/6、県 1/6 

 

       ○支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、こどもを対象とした新たな家庭支援の推進 

・親子関係形成支援事業（2,231 千円） 

対象経費：子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者

に対し、ペアレントトレーニングを実施するために必要な費用

及びペアレントトレーニングを実施する際に必要な人材の養成

に必要な費用 

負担割合：国 1/3、県 1/3、市町 1/3 
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⑥ 子育て短期支援事業〔再掲〕（児童家庭課）  【19,881千円】 

⑦ 特定妊婦等居場所確保・自立支援事業〔再掲〕（児童家庭課）  【35,000千円】 

⑧ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）〔再掲〕（健康増進課）  【58,862千円】 

⑨ 養育支援訪問事業〔再掲〕（健康増進課）            【14,218千円】 

⑩ アウトリーチ型在宅育児相談事業〔再掲〕（こども政策課）   【9,137千円】 

⑪ 児童育成支援拠点事業〔再掲〕（こども政策課）        【76,626千円】 

 

 

２ 社会的養育体制の充実 

(1) 里親委託等の推進   

① 拡 里親・特別養子縁組強化推進事業（児童家庭課） 【159,734千円】 

○新里親支援センターの運営（121,041千円） 

里親支援センターを児童福祉施設として認可した団体に補助（措置費） 

・実施箇所数 ４箇所 

・支援内容  

以下の里親支援事業をすべて実施する。 

ア 里親制度等普及促進・リクルート業務 

イ 里親研修・トレーニング等業務 

ウ 里親委託推進等業務 

エ 里親訪問等支援業務 

オ 里親等委託児童自立支援業 

○里親支援センターの開設準備支援（16,000千円） 

センター開設に向けた開設準備経費を補助 

・実施箇所数 ２箇所 

・対象経費 準備期間の人件費、備品(机、椅子、パソコン) 等 

・補 助 率 定額 

・補助上限額 8,000千円/箇所 

○全県におけるフォスタリング業務の推進（24,375千円） 

民間委託を推進する観点の実施内容を強化し、担い手育成、地域での支援

を充実 

・リクルート(里親新規開拓) 

  ア 広報、啓発活動 

  イ 里親説明会、相談会、出前講座、全県フォーラム 

・研修・トレーニング 
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   ア 基礎・認定前・更新研修 等 

   イ 未委託里親トレーニング 

 ・マッチング 

   ア 里親・養子縁組推進会議 

   イ 週末里親事業 

 ・委託後支援・交流 

   ア 里親里子交流事業 

       イ 里親賠償責任保険事業 

 

② 拡 里親への委託前養育等支援事業の実施（児童家庭課） 【5,129千円】 

里親委託前のマッチングに要する里親の経済的負担を軽減することで、子どもと

里親の交流を十分に行うことが可能な環境を整備し、里親委託を推進 

○生活費等支援（4,140 千円） 

・補助対象者 

以下のどちらも満たすもの 

・里親登録があり、未委託もしくは受託中の里親 

・新たに里子を受け入れるためにﾏｯﾁﾝｸﾞ（面会・外泊等）を行う者 

・補助経費 委託前調整期間における面会や外泊に要する費用（生活費、交通費等） 

○研修受講支援（989 千円） 

・補助対象者 未委託トレーニング研修受講者 

・補助経費    未委託里親トレーニング研修参加時の交通費 

        新県外で行われる研修参加時の交通費、テキスト代、考査料 

 

 

(2) 施設の小規模･地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換の推進  

① 児童養護施設等整備費補助事業（児童家庭課）                 【60,267千円】 

児童養護施設等において、小規模グループケア(ユニットケア)等を実施するため

の施設整備に必要な費用を補助 

 

(3) 一時保護改革、県こども家庭センター（児童相談所）の強化等   

① 中央こども家庭センター環境整備事業〔再掲〕(児童家庭課)   【26,334 千円】 

 

② 一時保護所の整備〔再掲〕 (児童家庭課）           【930,197 千円】 
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(4) 自立支援の充実   

① 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（児童家庭課） 【－】 

児童養護施設退所者等に対して生活費貸付、家賃貸付、資格取得費用等の貸付を

行い、安定した生活基盤を築き、円滑な自立を支援 

※退所・委託解除から５年が経過するまでの間、貸付の申請が可能 

○実施主体 （社福）兵庫県社会福祉協議会 

貸付種類 生活支援費 家賃支援費 資格取得支援費 

貸付 
対象者 

施設等退所者又は里親等委託解除された者 
施設等入所中又は里
親等委託中の者 

大学等在学者 
①大学等在学者 
②就職している者 

資格取得希望者 

貸付期間 大学等在学期間 
①大学等在学期間 
②最長２年 

 

貸付額 月額5万円 
家賃相当額 

※生活保護住宅扶助額を上限 
25万円以内 

貸付利子 無利子 

返還免除 
条件 

①大学等卒業後１年以内に就職し、かつ、 
 ５年間就業を継続すること 
②５年間就業を継続すること 

２年間就業を継続す
ること 

 

② 拡 児童養護施設等の退所児童支援事業（児童家庭課）     【39,879千円】 

○新ケアリーバーの専門相談窓口の開設 

社会的養護経験者（ケアリーバー）の孤立を防ぎ、必要な支援につなぐため、

相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、関係機関の

連絡調整を行うとともに、状況が安定するまでの間、居住支援、生活支援を行

う。 

○拡児童養護施設や里親の下で育つ子ども応援プロジェクト事業 

 （一部ふるさとひょうご寄附金） 

児童養護施設や里親委託など社会的養護の下で育った子どもたちの将来が、

生まれ育った環境で左右されないよう、自立や夢を実現するための経費を支援 

        ・新小学生の学習塾代等の一部を補助 

        ・新大学生との交流を通じて将来の選択肢を広げる夢はぐくみ応援事業の実施  

・高校生のクラブ活動費（用具購入費、遠征時の交通費等）等の一部を補助 

・高校生及び施設等退所児童の就職活動等経費（セミナー・インターンシッ

プ等参加費）の一部を補助 

・主に施設等退所児童を対象とした各種セミナーの開催（自立支援セミナー、

就職支援セミナー、就職相談会） 

・新高校既卒者が次の受験に向けて対策ができるよう予備校代の一部を補助 

・大学、専門学校等への進学を支援する奨学金（入学一時金）を補助 

・大学、専門学校等へ進学した者に対し、大学等が実施するオンライン授業

に対応する環境整備に必要な経費の一部を補助 
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③ 新 社会的養護経験者(ケアリーバー)支援充実・強化推進事業(児童家庭課)【2,369千円】  

○ケアリーバー応援企業拡大プロジェクト（658 千円） 

・社会的養護理解促進事業 研修・意見交換会、交流事業の実施  

・応援企業認定制度 認定制度の運用、認定企業紹介冊子作成等 

・応援企業表彰 認定企業のうち模範となる企業を表彰 

○ケアリーバー雇用促進事業（1,600 千円） 

就労の継続に課題を抱えるケアリーバーのため、応援企業で選定したワーク・

エスコーター（寄り添い支援者）配置し、生活面も含めた伴走型支援を実施。 

   ○ケアリーバーの支援フォローアップ委員会（111 千円） 

・実施内容 

  (ｱ)内  容 取組の推進状況の報告、ケアリーバーの実態把握の状況等 

  (ｲ)回  数 １回 

 

(5) 市町の子ども家庭支援体制の構築等   

① 児童虐待関係機関職員対応力向上事業〔再掲〕（児童家庭課）   【1,465 千円】 

 

(6) 総合的な支援体制の充実 

① 社会的養護充実強化推進事業（児童家庭課）          【4,834千円】  

○ 新 社会的養育推進計画の改定                  

    ・計画改定検討委員会 

     (ｱ)検討内容 改正児童福祉法の施行に伴う社会的養育推進計画の改定 

     (ｲ)回  数 ３回 

○社会的養育の推進に向けた取組の実施 

・実施内容 (ｱ)ケアリーバー支援体制構築のための関係機関との調整 

      (ｲ)施設間及びこども家庭C職員の相互交流の場の設定 等 

○ 児童養護施設の対応力向上研修 

・対 象 者 児童養護施設従事者 

・研修内容 児童養護施設内での発達に特性を持つ児童への支援方法等 

・実施回数 ２回(神戸、姫路) 

・定  員 30人/回 

○ 認知機能向上に向けたトレーニングの支援 

・補助対象 児童養護施設 

・対象経費 認知トレーニングに必要な学習教材、運動トレーニング 

       器具、講師派遣経費等 

・補助基準額 25,000円(対象児童１人あたり) 
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・負担割合 国1/2、県1/2 

○ 入所児童に対する学習支援 

・実施内容 児童養護施設等に学生等ボランティアを派遣し、基礎学力の指導、

家庭学習の補助、児童との交流、見守り 

・派遣回数 １回/週(概ね各施設１人程度) 

 

 

３ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）防止対策 

(1) ＤＶ防止に向けた啓発・教育の推進   

① 拡 ＤＶ防止対策の充実（児童家庭課）           【29,020 千円】 

配偶者に対する人権侵害や、子どもの人格形成に重大な影響を与えるＤＶを防止

するため、市町、ＮＰＯ等とも連携して防止対策を実施 

○ＤＶ相談アドバイザーの配置 

・配置場所 兵庫県女性家庭センター 

・役  割 市町相談員へのマンツーマン指導や講習の実施、市町関係職員へ

の研修充実 等 

○民間シェルター新規開設支援 

・対象経費 新たな民間シェルター開設に必要な初度備品等経費 

・補助上限 300千円（定額） 

○ＤＶ被害者シェルターへの支援 

・対象施設 ２施設 

・対象経費 シェルター借上料（家賃、共益費） 

・補助上限 生活保護住宅扶助限度額（56千円等） 

○拡ＤＶ被害者支援活動を行う民間支援団体への活動支援 

企業等へのＤＶ出前講座、ＤＶ被害者支援ボランティア養成研修の実施 等 

○一時保護所・民間シェルター入所被害者及び同伴児童への心理的ケア、同行サ

ポートの実施 等 

○ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業の実施 

ＤＶ被害者の自立に向けたきめ細かい支援のため、民間シェルターの基盤や

対応の強化 

・ＤＶ被害者の自立支援 

職員配置 ２人（生活支援・心理療法） 

弁護士、産婦人科医、精神科医等の専門家相談 各４回／月 

・民間ステップハウスの運営 

部屋数 １部屋（１世帯分） 

・県営住宅を活用したステップハウスの運営 
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② ＤＶ対策の推進（児童家庭課）  【188,341千円】 

ＤＶ被害者等の安全を確保するため、一時避難先を確保するとともに、住居確保

や就業支援など将来の自立や安定した生活に向けた各種支援を実施 

 

    ③ 新 ＤＶ防止・被害者保護推進強化事業（児童家庭課）     【10,760千円】 

○ＳＮＳを活用した相談窓口の設置 

若年女性でも相談しやすい相談体制の整備や、早期に支援を実施するため、

SNS等を活用した相談窓口を開設。 

      ○ＩＣＴを活用したＤＶ被害者等の支援 

            遠方のＤＶ被害者等の相談に対応するために、オンライン相談を実施する民

間団体への支援。 

      ○民間団体立上支援事業 

       ＤＶ被害者等に対する相談を各地域で実施できるよう民間団体の立ち上げの

経費の一部を支援。 

 

(2) 相談・一時保護機能、自立支援の充実   

① 携帯型緊急通報装置による被害者保護対策の実施（人身安全対策課）【1,452千円】 

生命に重大な危害が及ぶ危険性が高いストーカー、ＤＶ被害者等の安全を確保する

ため、通報機能付きＧＰＳ端末を貸与する。 

〇 対 象 者 ストーカー、ＤＶ被害者等 

〇 貸 付 端 末 通報機能付きＧＰＳ端末 

○ 導 入 効 果 危険な場面でもボタン一つで警察に通報できるため、早期対応が可能 

            自動的に位置情報を確認でき、被害者の早期発見・確保が可能 

 

(参考) 携帯型緊急通報装置の主な機能 

・緊急通報機能(非常・通報ボタンを押すと警備会社へ非常信号が送信され、 

警備会社から 110 番通報) 

・位置情報発信機能(GPS により位置情報が随時更新） 

・非常ブザー機能(非常・通報ボタンの長押しにより非常ブザーが鳴動) 

 

② ＤＶ防止対策の充実〔再掲〕（児童家庭課） 【29,020千円】 
 

③ ＤＶ対策の推進〔再掲〕（児童家庭課） 【188,341千円】 
 
    ④ 新 ＤＶ防止・被害者保護推進強化事業〔再掲〕（児童家庭課） 【10,760千円】 
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(3) 関係機関との連携強化等   

① ＤＶ防止対策の充実〔再掲〕（児童家庭課） 【29,020千円】 

 

    ② 新 ＤＶ防止・被害者保護推進強化事業〔再掲〕（児童家庭課） 【10,760千円】 

 

４ ひとり親家庭等の自立促進 

(1) 就労支援  

① 拡 ひとり親家庭子育て未来応援事業（児童家庭課） 【47,736千円】 

「ひとり親家庭等の自立促進計画」に基づき、子育て、生活自立に向けた就業等

の面からひとり親家庭に対する自立支援を推進 

○自立支援プログラム策定事業 

・対 象 者 母子家庭の母及び父子家庭の父 

(離婚前から当該事業による支援が必要な者も含む) 

・内   容 個別面接により生活状況等を把握の上、状況に応じた自立支援 

プログラムを策定し、その取り組みを継続的に支援 

○自立支援教育訓練給付金事業 

・対 象 者 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等 

を受けている者 

・対 象 講 座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等 

・支 給 額 最大受講費用の６割を支給（最大 40 万円/年） 

       (修了後１年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の 

25％(最大 20 万円/年)を追加支給(最大 85％の支給) 

○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

・対 象 者 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等 

を受けているひとり親家庭の親又は児童 

・対 象 講 座 高卒認定試験合格のための講座（通信講座を含む） 

・支 給 額 最大受講費用の６割を支給（上限 30 万円） 

○高等職業訓練促進給付金等事業 

・対 象 者 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準にある者 

       (所得制限水準を超過した場合であっても、１年に限り引き続 

き対象者とする) 

・対 象 資 格 看護師、介護福祉士、保育士 等 

・支 給 要 件 6ヶ月以上修業を要する資格（上限４年） 

・支 給 額 住民税非課税世帯 100千円/月(最終１年間は140千円/月) 

住民税課税世帯  70.5千円/月（最終１年間は110.5千円/月） 
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○高等職業訓練促進資金貸付事業 

・訓練促進資金 

就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就

職準備金を貸し付け、資格取得を促し自立を促進 

・実施主体 （社福）兵庫県社会福祉協議会 

・対 象 者 高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者 

・貸 付 額 入学準備金 50万円以内 

         就職準備金 20万円以内 

・住宅支援資金 

  自立に向け取り組むひとり親家庭に対し、生活基盤の安定を図るため、入

居している住宅家賃に対する資金を無利子で貸し付け、自立を促進 

・実施主体 （社福）兵庫県社会福祉協議会 

・対 象 者 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け意

欲的に取り組む児童扶養手当受給者又は同等の所得水準世帯

の者(所得制限水準を超過した場合であっても、１年に限り

引き続き対象者とする) 

・貸 付 額 上限４万円/月かつ12月以内 

○母子・父子自立支援員スキルアップ事業 

 ひとり親家庭の身近な相談窓口となる母子・父子自立支援員に対して、就労支

援の他、離婚前後に直面する慰謝料、養育費、面会交流等に係る支援について研

修会を開催し、母子・父子自立支援員の相談対応技術向上を図る 

 

(2) 子育て・生活支援   

① ひとり親への相談支援事業（児童家庭課） 【2,656千円】 

ひとり親の精神的安定を図り、自立に必要な情報提供、職業能力の向上等に関す

る支援を実施。さらに、養育費の確保など専門的な法律相談を実施 

○ひとり親への相談 

ひとり親の抱える様々な状況や就業状況及び養育費の確保状況等に関して、自

立支援員がワンストップで相談を受け、必要な情報提供や支援を実施 

・母子・父子自立支援員 

設置場所 ６健康福祉事務所 

相談方法 電話又は面接 

相談内容 離婚前後に係る一般的相談、各種制度の情報提供 

精神的支援、児童の養育に関する相談支援 

・弁護士 

設置場所  法律事務所内等 

相談方法  電話又は面接 

相談内容  ひとり親家庭等が抱える法律関連問題に関する助言等 
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② 新 自立促進計画改定事業（児童家庭課） 【654千円】 

令和７年度からの自立促進計画の改定にむけて、有識者、母子福祉団体、自立支

援員等で構成する委員会を設置し、令和５年度に実施した実態調査の結果を踏まえ

て、「ひとり親家庭等の自立促進計画」の改定内容を検討。  

・実施主体 兵庫県 

 ・開催回数 年３回程度  
 

(3) 養育費確保支援   

① 養育費履行確保等支援事業（児童家庭課） 【1,100千円】 

養育費の履行確保を支援するために、公正証書作成費等を補助するとともに、継

続した養育費支払いの履行確保を図るために、養育費保証契約の初回保証料を補助。 

 ○養育費に関する公正証書作成費等補助事業（600千円） 

・対 象 者 20歳未満の子を養育する離婚を考える父母及びひとり親 

 ・内   容 養育費に関する公正証書作成等にかかった経費の補助 

 ・支 給 額 実費（上限３万円） 

○養育費保証契約補助事業（500千円） 

・対 象 者 強制執行認諾条項付きの公正証書等によって養育費の取り決め

をし、保証会社と養育費保証契約（１年以上）を締結している

20歳未満の子を養育するひとり親 

 ・内   容 保証会社と養育費保証契約を締結した際の初回保証料の補助 

 ・支 給 額 実費（上限５万円） 
 

②ひとり親への相談事業〔再掲〕（児童家庭課） 【2,656千円】 

 

(4) 経済的支援   

① 拡 児童扶養手当の支給（児童家庭課） 【684,605千円】 

父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立の

促進に寄与するため、当該児童を養育する者に対して手当を支給（年６回） 

○手当月額      （単位：円）  ○所得制限限度額        （単位:千円） 

区分 
R６年度支給 

(2024.4～2025.3) 

 

扶養親族等 
の数 

受給者本人 
扶養 

義務者等 
第 1 子分 

全部支給 45,500 
全部支給 一部支給 

一部支給 45,490～10,740 

第 2 子 

加算 

全部支給 10,750 ０人 490 1,920 2,360 

一部支給 10,740～5,380 １人 870 2,300 2,740 

第 3 子 

以降加算 

全部支給 6,450 ２人 1,250 2,680 3,120 

一部支給 6,440～3,230 ３人 1,630 3,060 3,500 

                           ※令和６年 11 月以降改定予定 
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② 母子家庭等医療費給付の実施（国保医療課） 【368,923千円】 

母子家庭等の医療費負担を軽減するため、医療保険による給付が行われた場合に、

その自己負担額の一部を助成 

○対 象 者 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児 

      ※児童：18歳に達した年度の末までの者又は20歳未満の高校在学中の者 

○所得制限 児童扶養手当に基づく所得制限の基準を準用（全部支給基準） 

○患者負担 入院 定率１割（月額上限：3,200円） 

      通院 １医療機関等当たり日額上限：800円（月２回まで） 

 

③ 母子父子寡婦福祉資金の貸付（児童家庭課） 【300,000千円】 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定と経済的自立のために、修学資金等12

種類の福祉資金の貸付けを実施 

〔貸付金種類〕 

 事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、 
就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、 
結婚資金 （計12種類）※事業開始資金・事業継続資金の新規貸付は停止中 

〔貸付条件等〕 

 ・利    子：無利子又は年利1.0%（貸付金の種類、保証人の有無により異なる） 
 ・償還方法：一定の据置期間の後 3～20年（貸付金の種類によって異なる） 

 

 

５ 課題や困難を抱える女性への支援 

(1) 課題を抱える妊産婦への支援  

① 特定妊婦等居場所確保・自立支援事業（児童家庭課） 【35,000千円】 

予期せぬ妊娠などを理由に支援の必要性が高い妊産婦を受け入れる場所を確保し、

産前産後の心理的ケアや保健指導、生活相談、就労支援を行うとともに、自立に向

け、県営住宅・民間住宅をステップハウスとして見守りを含めた支援を継続して実

施する 

 

② 課題を抱える妊産婦支援プロジェクト（児童家庭課）【5,300千円】（ふるさとひょうご寄附金）  

     ふるさとひょうご寄附金を活用し、課題を抱える妊産婦が実家のような頼れる居

場所に出会い、安心して出産でき、自立や夢が実現できるように応援プロジェクト

を展開する 

     ○内  容 ・出産準備支援事業（出産育児一時金の超過負担分を支援） 

           ・資格取得支援事業（各種資格取得等に要する経費を支援） 

           ・自立準備支援事業（自立に必要な生活必需品購入費を支援） 

           ・妊産婦ホストファミリー（週末里親型）の運営 
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６ 子どもの貧困対策 

(1) 教育の支援   

① 生活困窮者世帯の子どもを地域で支援（地域福祉課）           【10,537千円】 

生活困窮者世帯等の子どもに対し、調理実習等を通じて食事・居場所を提供し、

学習支援、日常生活習慣獲得及び保護者への養育指導を行う拠点を運営 

   ○対象地域 県内12町（市部に対しては、事業実施に向けた指導・助言を実施） 

   ○場  所 社会福祉施設、空き店舗等 

   ○回  数 週２回程度（年間約96回） 

   ○時  間 ４時間程度／回（学習支援：２時間、調理実習等：２時間） 

   ○受入人数 約10人 

   ○実施方法 ＮＰＯ等へ委託 

 

② 市町スクールソーシャルワーカー配置補助事業〔再掲〕（義務教育課）   【45,769千円】 

 

(2) 教育費負担軽減のための支援   

① 就学支援の実施〔再掲〕（財務課・教育課）       【15,409,159千円】 
 

② 国公立高等学校における高校生等奨学給付金の支給〔再掲〕(財務課) 【1,159,968千円】 
 

③ 高等学校奨学資金貸与事業〔再掲〕（財務課）                   【－】 
 

④ 拡 私立高等学校等生徒授業料軽減補助〔再掲〕（教育課）   【988,406千円】 
 

⑤ 拡 私立高等学校等奨学給付金事業〔再掲〕（教育課）     【615,739千円】 
 

⑥ 私立高等学校等入学資金貸付事業〔再掲〕（教育課）      【19,243千円】 
 

⑦ 特別支援学校等就学奨励費〔再掲〕（財務課・教育課）    【693,699千円】 
  

(3) 生活の安定に資するための支援   

① 生活困窮者自立相談支援事業（地域福祉課） 【17,964千円】 

生活困窮者からの相談に対応し、継続的な評価・分析、自立に向けたプランの作

成、関係機関との調整を行うとともに、ひきこもり状態の者など社会的に孤立して

いる者に対して、訪問などのアウトリーチ支援を実施 

○長期間自宅から出られない者を関係機関につなぐアウトリーチ型の支援 

・実施箇所 ６健康福祉事務所管内 
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・相談員数 ７人（うち２人はアウトリーチ支援員） 

 

② 拡 子ども食堂・ヤングケアラー等応援プロジェクト〔再掲〕（地域福祉課） 

【19,525千円】（ふるさとひょうご寄附金） 

 

③ 児童育成支援拠点事業〔再掲〕（こども政策課）        【76,626千円】 

 

(4) 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援   

① 暮らし再建サポート事業（地域福祉課） 【13,297千円】 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者及び生活保

護受給者に対し、暮らし再建に向けた支援を実施 

○支援内容 就労準備支援、家計改善支援 

○負担割合 国2/3、県1/3 

 

② 被保護者就労支援事業（地域福祉課） 【21,219千円】 

生活保護受給者の就労による自立を助長するため、就労支援員（６人配置）によ

る支援を実施 

      ○支援内容 就労に対する相談・支援、ハローワーク等との連絡調整等 

      ○負担割合 国3/4、県1/4（一部国庫10/10） 

 

(5) 住居支援   

① 住居確保給付金（地域福祉課） 【615千円】 

離職等又はやむを得ない休業等により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困

窮者に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支給 

○負担割合 国3/4、県1/4 

 

 

７ ヤングケアラー支援 

(1) ネットワークを通じた支援   

① ヤングケアラー支援体制の構築（地域福祉課）〔再掲〕 【12,336千円】 
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８ ひきこもり支援 

(1) ネットワークを通じた支援   

① 拡 兵庫ひきこもり対策の総合的な支援（障害福祉課） 【15,340千円】 

ひきこもり状態にある方の増加に加え、女性割合の増加といった属性の変化など、  

支援のあり方が複雑化していることから、ひきこもり支援連携検討会議を踏まえ、

ひきこもり対策を強化 

○市町への支援 

・市町ひきこもり支援合同研究会の開催 

市町ひきこもり支援担当職員等が、ひきこもりについて理解を深め、多様

で複合的な課題を抱えるひきこもり者に対する支援体制の整備や具体的な施

策・事業に取り組む参考とするために、県内市町の先進事例の共有や事例検

討等を実施 

○支援団体への支援 

・ひきこもり支援団体等ネットワークの構築 

   全県的な支援団体等ネットワークを立ち上げ、情報交換の仕組みを構築 

・ひきこもり支援団体等運営力向上研修の実施 

①支援団体の経営力向上研修 

      支援団体が持続的に運営できる仕組みを構築するため、人材育成や財務

管理等を研修 

②ひきこもり支援者スキルアップ研修 

 ひきこもり状態にある方を公的サービスにつなげるため、福祉等制度の

活用方法等を研修 

○広域的な支援 

・ひきこもり総合支援センターの運営 

 ひきこもりの本人及びその家族等に対する段階に応じたきめ細やかな支援を

行うため、精神保健福祉センター内に「ひきこもり総合支援センター」を設置

し、ひきこもりに関する相談や居場所の設置等の総合支援を実施 

(電話番号) 078-262-8050 

  (相談受付) 火曜日～金曜日（祝日、年末年始除く） 

9時30分～11時30分、13時00分～15時30分 

・オンライン居場所の設置 

Web会議アプリ（Zoom等）を活用したオンライン居場所を設置し、社会と

つながるきっかけを創出 

(設 置 数) 10件 ※うち女性専用１箇所、対面開催にも対応３箇所 

(実施手法) 支援団体に委託 

・電子媒体を活用した「ひきこもり状態にある者の家族交流の場」設置 

ひきこもり状態にある者の家族同士を繋ぐ交流の場を設置し、家族ととも

に、ひきこもり状態にある者の社会参加を支援 

・介護支援専門員への研修会の実施 
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   介護支援専門員に対し、ひきこもりの背景・要因・対応上の留意点等を研修 

 

② 青少年を中心とするひきこもり支援（男女青少年課） 【30,501千円】 

 ひきこもりの長期化等への対応を図るため、青少年を中心とするひきこもり者に、

訪問支援等、アウトリーチ型支援を展開 

○相談窓口の設置 

・全県対象  電話相談 

・地域拠点における支援（地域支援団体等に委託） 

訪問支援や地域相談会を県内５地域で実施 

○地域連携ネットワーク事業の実施 

地域拠点において、こども家庭センターや健康福祉事務所等とひきこもりの

地域支援ネットワークを構築 

○ひきこもりサポーターの育成 

・潜在するひきこもり者に早期に気づき、適切な支援へつなぐ体制を地域全体

で構築するため、サポーターの育成研修を実施 

・サポーター活動の充実のため、フォローアップ研修を実施 

○地域のひきこもり対策機能の強化 

ひきこもり対策の専門家に委託し、ひきこもり者にとって身近な市町の支援

体制を充実強化 

・市町での居場所設置の普及促進 

・市町での専門窓口整備支援 

・市町連携協議会の実施 

○学校との連携強化 

 ・地域拠点に学校と連携しながら支援を行う青少年悩み対策カウンセラーの設 

  置 

 

(2) 自立に向けた支援   

① 拡 生活困窮者自立相談支援事業〔再掲〕（地域福祉課）   【17,964千円】 

 

 

９ 障害児等支援施策の充実 

(1) 特別支援教育の推進   

① 県立特別支援学校におけるキャリア教育・社会参加推進事業（特別支援教育課） 

【13,158 千円】 

特別支援学校高等部卒業生の自立と社会参加に向け、個々のニーズに応じた進路
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実現をめざすため、企業等関係機関と連携した就労支援体制のもとで、企業等への

理解啓発等の取組を推進 

○特別支援学校キャリア教育推進会議の開催 

○就職支援コーディネーターの配置（配置校２校） 

○外部人材の参画による授業検討会の実施  

 ・実 施 校  小・中・高等部を設置する県立特別支援学校 28校 

・内  容 企業等からの助言を基にした授業改善 等 

○技能検定の運営 

・対 象 校  27校 （高等部を設置する県立特別支援学校） 

・実施分野 喫茶サービス（接客）、ビルクリーニング(清掃)、物流・品出し 

（商品陳列）、パソコン（事務補助） 

・内  容 各校で取り組んでいる実践的学習で身に付けた技能等の水準を公

的に評価し、生徒の就労意欲向上及び企業の障害者雇用を促進 

      ○特別支援教育フォーラム・キャリア教育発表会の開催 

・内  容 有識者による基調講演、企業関係者等からのキャリア教育技能検

定等に関するパネルディスカッションの実施 

 

② 特別支援学校へのスクールカウンセラーの配置（特別支援教育課） 【7,343千円】 

特別支援学校の児童生徒の心理的な問題を解決するため、スクールカウンセラー

を配置するとともに、教職員を対象とするカウンセリングマインド研修（校内研修）

等を実施 

○対 象 校 小・中・高等部を設置する県立特別支援学校 27校 

 

③ 新 特別支援学校における通学環境の改善（特別支援教育課） 【122,355千円】 

     通学支援検討委員会（Ｒ５）の提言を踏まえ、特別支援学校のスクールバスにお

ける長時間乗車の改善や児童生徒及び保護者の負担を軽減するため、運行基準等の

見直しを行い、スクールバスの増車等を実施する。 

○最長乗車時間の引き下げ（90 分→75 分） 

・スクールバスの増車（いなみ野、姫路しらさぎ、西はりま、出石、のじぎく） 

・高速道路の利用（姫路） 

○スクールバスの位置情報確認サービスの導入 

・交通渋滞等の遅延情報のタイムリーな提供 

 

④ 教育・家庭・福祉の連携の推進（特別支援教育課）          【－】 

「教育・家庭・福祉の連携マニュアル」を活用し、学校と放課後等デイサービス

事業所との連携など、教育・家庭・福祉における一貫した支援を組織的・継続的か

つ計画的に推進 
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⑤ 拡 心のバリアフリー推進事業（特別支援教育課）           【7,411千円】 

 ○ 交流及び共同学習の実施 

 ・ 交流活動の実施 

     内  容 地元行事への参加、清掃等のボランティア活動等 

  ・新 特別支援学校「絆」プロジェクトの実施 

通常の交流活動に加え、地域との絆を深めるため、「ひょうご教育の日

（仮称）」に合わせた取組を実施 

内  容  地域の小・中・高等学校の児童生徒を招いた「絆づくり」活動 

           地域住民や企業等関係者を招いた「絆見つけ」活動 

（作品等展示会、学習発表会、防災避難訓練等） 

○ 体験活動の実施 

       ・ 内  容 キャンプ等の自然体験活動等、社会体験活動等 

 

⑥ 新 インクルーシブな学校運営モデル研究事業（特別支援教育課）【500千円】 

     特別支援学校を含めた２校以上の学校を一体的に運営する「インクルーシブ な

学校運営モデル」について検討 

○連絡協議会の開催（４回） 

検討内容 インクルーシブな学校運営モデルに関する設置検討 等 

 

(2) 障害児支援のための基盤整備   

① 拡 障害児等職業体験事業（ユニバーサル推進課） 【5,200千円】 

障害児等の職業体験を通じた社会参加を促進するため、職業・社会体験型施設

「キッザニア甲子園」を借り上げ、職業体験の機会を提供（年１回） 

○参加人数 850人（障害児・保護者、学生ボランティア等） 

○実施主体 県、(公財)兵庫県手をつなぐ育成会 

 

② 多様な主体の参入促進事業（こども政策課） 【55,693千円】 

私学助成や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こ

ども園で受け入れる場合に、職員の加配に必要な費用を補助 

 

③ 特別支援保育加配事業〔再掲〕（こども政策課）        【25,428千円】 

 

④ 私立保育所等子育て支援ｶｳﾝｾﾗｰﾓﾃﾞﾙ事業〔再掲〕（こども政策課）  【9,600千円】 

 

⑤ 総合リハビリセンター障害児入所施設運営（地域福祉課） 【124,432千円】 

兵庫県社会福祉事業団を障害児入所施設おおぞらのいえの指定管理者として指定
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し、適正な管理運営を実施 

 

⑥ 重症心身障害児等指導費交付金（ユニバーサル推進課） 【196,859千円】 

1. 重症心身障害児（者）の適切な治療と保護を図るため、重症心身障害児（者）

が入所している民間施設に対して運営費を助成 

○対象施設数 県内６箇所、県外４箇所 

○補助単価 [基本]月32,400円／人、[加算]月7,800円／人 

 

⑦ 重症心身障害児通所支援・居宅訪問型児童発達支援事業所整備促進事業 

（ユニバーサル推進課）【3,486千円】 

医療的ケアを必要とする重症心身障害児が、身近な地域で支援を受けられる環境

を整備するため、未設置市町における重症心身障害児通所支援事業所や居宅訪問型

児童発達支援事業所の整備を促進 

○重症心身障害児通所支援の実施（1,933千円） 

 ・補助対象 未設置市町で整備予定の重症心身障害者専用通所支援21事業所 

 ・補助基準額 17,560円/日(定員５人の場合)×年間未利用延人数 

 ・負 担 割 合 県1/3、市町1/3、事業者1/3（政令・中核市除く） 

○居宅訪問型児童発達支援の実施（1,553千円） 

・補助対象  未設置市町で整備予定の居宅訪問型児童発達支援29事業所 

  ・補助基準額 10,350円/日×（年間訪問基準人数300人－年間訪問実績人数） 

  ・負 担 割 合 県1/3、市町1/3、事業者1/3（政令・中核市除く） 

 

⑧ 県立こども発達支援センターの運営（障害福祉課） 【29,334千円】  

発達障害児を早期に発見し、地域での支援につなげていくため、正規医師職員の

増員など強化した体制（H31.4～）のもとで県立こども発達支援センターを運営 

○診 療 日 週５日（月～金） 

○診療内容 発達相談、心理検査・アセスメント、診断、作業療法士、 

          言語聴覚士による療育（リハビリ） 

    ○運営体制 医師（小児科医、児童精神科医）、臨床心理士、作業療法士、 

          言語聴覚士、保健師、看護師、保育士等 計16人  

 

⑨ 障害児福祉手当の支給（障害福祉課） 【26,852千円】 

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要と

する状態にある在宅の20歳未満の者に手当を支給 

○手当月額 15,690円 

○負担割合 国3/4、市または県（県が町分を負担）1/4 
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⑩ 聴覚障害児支援力向上研修の実施（ユニバーサル推進課） 【1,401千円】 

療育機関や学校現場等における聴覚障害児支援の質向上を図るとともに、障害

児・家族に対する切れ目ない支援体制を構築 

○対 象 者 市町福祉部局職員・保健師、児童発達支援事業所職員、保育士等 

○回   数 ６回 

○内   容 聴覚障害児支援にかかる知識習得のための講義､実例紹介､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

 

⑪ 拡 みんなの声かけ運動の推進・充実強化〔再掲〕（ユニバーサル推進課） 【7,036千円】 

 

(3) 発達障害児等支援体制の整備   

① 高等学校における通級による指導実践研究事業（特別支援教育課）【7,462千円】 

LD、ADHD等で、学習上や生活上のつまずきのある生徒を支援するため、「通級

による指導」の実践研究校を設置し、自立活動の指導内容や、特別の教育課程の

編成等を研究 

○実践研究校（県立高等学校）の取組 

     ・設置校数 26校（R5：24校） 

        ・研究内容 特別の教育課程の編成、加配教員による通級指導、 

個別の指導計画の作成・活用、巡回による指導 等 

     ○実践研究協力校（県立特別支援学校）の取組 

・設置校数 26校（R5：24校） 

・研究内容 アセスメントや自立活動の指導方法等の助言 等 

○運営協議会及び指導研究協議会の開催 

・協議内容 実践研究に関する具体的計画と方法についての検討 等 

 

② 特別な支援を必要とする幼児児童生徒に関する教育相談の実施 【5,807千円】 

障害のある幼児児童生徒の心身の健全な成長発達を図るため、県立総合教育セ

ンター（仮称）において、教育相談を実施。 

また、LD、ADHD 等支援を必要とする幼児児童生徒に対する学校園内外での支援

体制の充実をはかるため、ひょうご学習障害相談室及びひょうご専門家チームの

派遣などを実施 

○ひょうご学習障害相談室の運営 

○「ひょうご専門家チーム」の派遣 

  ・構  成 教育、医療、心理関係等の専門家 
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(4) 医療的ケアが必要な子どもへの支援   

① 医療的ケア児に対する支援体制の構築（ユニバーサル推進課） 【19,119千円】 

医療的ケア児が地域において必要な支援を受けることができるよう、関係機関と

の連携調整を行うための体制の整備とともに、国が定める研修カリキュラムに基づ

き、支援が適切に行える人材を養成 

○関係機関連絡協議会の開催（年２回） 

○医療的ケア児等コーディネーター養成研修（年２回） 

○医療的ケア児等支援者養成研修（年２回） 

○圏域医療的ケア児等コーディネーターの配置 

   （内  容）圏域内の現状把握、支援策検討、各市町間の連絡調整等 

○医療的ケア児支援センターの設置 

   （実施手法）民間医療型障害児入所施設へ委託(週５日開設) 

   （体  制）相談員２名(看護師・相談支援専門員) 

   （内  容）医療的ケア児及び家族などからのワンストップ相談対応・ 

         研修会・家族交流会の開催 等 

 

② 医療的ケア児等医療提供体制確保事業（ユニバーサル推進課） 【15,841千円】 

医療を必要とする障害児者が緊急時等において短期入所サービスを円滑に利用

できるよう、輪番により常時２床の空床を確保する医療的ケア児等医療提供体制

を整備 

○神戸・阪神圏域 １床（済生会兵庫県病院 等） 

○播磨圏域 １床（姫路赤十字病院、兵庫あおの病院、加古川中央市民病院） 

 

③ 医療的ケア児保育支援事業〔再掲〕（こども政策課）      【43,618千円】 

 

④ 医療的サポート推進事業（特別支援教育課） 【114,251千円】 

日常的にたんの吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育

の充実を図るため、県立学校に医療的ケア指導医を派遣するとともに看護師を配置 

○配置人数 119人（R5: 113人） 

 

⑤ 高等学校における特別な支援を必要とする生徒の支援（高校教育課）   【13,570千円】 

県立高等学校において、特別な支援が必要な生徒への対応を図るため、肢体不自

由のある生徒を対象とした学校生活支援員及び発達障害等のある生徒を対象とした

学習活動自立支援員を配置 

○学校生活支援員      ７人（７校） 

○学習活動自立支援員 ２人（２校） 
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⑥ 新医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究（特別支援教育課）【1,500千円】  

医療的ケア児の登下校時の保護者の負担を軽減するため、福祉車両等を活用した

医療的ケア児の適切な通学方法の調査研究を行う。 

        ○運営協議会の開催（年２回）  

内 容 研修実施体制の構築、医療的ケア児通学支援マニュアルの作成等 

○医療的ケア児支援研究協議会の開催 

通学支援モデル研究校（３校）による実践発表、連携に向けての研究協議 

○通学支援モデル研究校による情報交換等連絡会の開催（年４回） 

 

 

１０ 外国人児童生徒への支援 

(1) 外国人児童生徒の居場所づくり   

① 拡 子ども多文化共生教育支援事業（人権教育課） 【106,774千円】 

○子ども多文化共生サポーターの派遣 

日本語指導が必要な外国人児童生徒等の学校生活への早期適応、学習支援、

心の安定を図る等の支援を行うため、当該児童生徒等が在籍する学校に、その

母語を話すことが出来る「子ども多文化共生サポーター」を派遣 

・配置校数 188校（政令市を除く）（R5年度：158校） 

・派遣期間 在留期間 １年以内（※県立学校は２年以内） 

○子ども多文化共生センターの運営 

子ども多文化共生教育を推進するため、多文化共生に関する人材や情報を一

元化し、研修や交流等を実施。 

・設置場所 県立国際高等学校（芦屋市）内 

・対応言語 25言語 

・内  容 外国人児童生徒等についての教育相談の実施 

         子ども多文化共生サポーターの派遣調整 

ボランティアの登録及び活用 

                多言語相談による教育相談の実施 

オンライン教育相談の実施 

             多言語相談員の派遣 

 

(2) 定住外国人の子どもに対する学習支援   

① 外国人児童生徒のための学習支援（人権教育課・高校教育課）   【28,990千円】 

○高等学校特別入学実施校事業 

県立高等学校５校において、外国人生徒のための特別枠選抜を実施するととも

に、入学した外国人生徒の学習活動等を支援 
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○日本語指導支援推進校事業 

外国人児童生徒等の日本語(生活言語、学習言語)の習得と基礎学力の定着を図

るため、当該児童生徒の実態に応じた日本語指導を推進する市町を支援 

・内  容 日本語指導支援員の派遣 

日本語指導支援推進校事業連絡協議会の設置 

日本語指導支援員等研修会の実施 

日本語指導実践事例集を活用した日本語指導の推進 

 

(3) 定住外国人家庭に対する支援   

① ひょうご多文化共生総合相談センターの運営（国際課）    【43,993千円】 

国の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を受け、多言語での相

談対応、NGOと連携した週末相談を行い、今後、増加が見込まれる外国人県民への

生活相談、情報提供を実施 

○開設日時 平日：月～金 9:00～17:00 外国人県民インフォメーションセンター 

        週末：土日  9:00～17:00 NGO神戸外国人救援ネット 

 ○対応言語 11言語に対応（相談員対応に加え、電話通訳・翻訳ｱﾌﾟﾘも活用） 

英語、中国語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語、日本語、韓国語、 

ﾌｨﾘﾋﾟﾉ（ﾀｶﾞﾛｸﾞ）語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、ﾀｲ語、ﾈﾊﾟｰﾙ語 

   

 


